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序文 

 

日本国政府は、中華人民共和国政府の要請に基づき、同国の第二次黄河中流域保全林造

成計画に係る基本設計調査を行うことを決定し、国際協力事業団がこの調査を実施しまし

た。 

当事業団は、2001 年 10 月 29 日から 12 月 12 日まで（現地調査Ⅰ）、2002 年 2 月 26 日

から 3 月 18 日まで（現地調査Ⅱ）、同年 8 月 18 日から 11 月 21 日まで（追加調査）基本

設計調査団を現地に派遣しました。 

調査団は、中華人民共和国政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域における現

地調査を実施しました。帰国後の国内作業の後、2002 年 8 月 19 日から 24 日まで（概要説

明調査Ⅰ）、及び同年 11 月 4 日から 8 日まで（概要説明調査Ⅱ）実施された基本設計概要

書案の現地説明を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立

つことを願うものです。 

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 
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国際協力事業団 

総裁 川上 隆朗 
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伝達状 

 

今般、中華人民共和国における第二次黄河中流域保全林造成計画基本設計調査が終了い

たしましたので、ここに最終報告書を提出いたします。 

本調査は、貴事業団との契約に基づき弊社が、2001 年 10 月より 2002年 12 月までの 15

ヶ月にわたり実施いたしてまいりました。今回の調査に際しましては、中国の現状を十分

に踏まえ、本計画の妥当性を検証するとともに、日本の無償資金協力の枠組みに最も適し

た計画の策定に努めてまいりました。 

つきましては、本計画の推進に向けて、本報告書が活用されることを切望いたします。 
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計画対象地が所在する地域 
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Xin Shui River 
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完成予想図 
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略語集 

略語 正式名称 

JICA 国際協力事業団 

中国 中華人民共和国 

プロジェクト 第二次黄河中流域保全林造成計画 

中国林業標準 中華人民共和国の林業関係の国家標準 

中国造林技術規程 中華人民共和国国家標準「全国造林技術規程」 

山西省林業標準 山西省の林業関係の地方標準 

森林資源調査 全国森林資源調査（第１次～第４次） 
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km キロメーター 

m3 立方メートル 

4WD 車 四輪駆動車 
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要約 

 

中国では、長い歴史を通じて木材生産のための森林伐採や食糧確保のための開墾が進み、

森林は 134 百万 ha（第４次全国森林資源調査による。第５次同調査速報値では 159 百万

ha）、国土面積の 13.9％にまで減少している。急傾斜地まで耕作が行われるとともに耕作限

界を超える伐採跡地は荒廃して、森林のもつ水土保全機能が失われ、これらの土地から土

砂の流出が増大している。土砂の流出量は毎年 50 億トン、流出面積は国土面積の 38.2％に

あたる 367 百万 ha に達するといわれている。とりわけ黄河及び長江の流域が著しく、黄河

流域では流出量は 16 億トン、流出面積は 45 百万 ha にも及ぶ。その結果、平時における渇

水、降雨時における洪水、土地生産力の低下など環境保全上の諸問題が顕在化している。

最近は、黄河では流量の減少、断流現象が生じ、長江などでは洪水による大被害が起きて

いる（1998 年の大洪水では損害額 2,551 億元、死者 4,150 人の被害となった）。 

このような状況に対処するため、中国政府は、1998 年に「全国生態環境建設計画（1998

～2050 年）」を策定し、環境政策を強化した。林業分野においても、水土保全など森林の公

益的機能に重点を置くよう政策を転換し、森林の伐採を許可制の下で厳しく規制する一方

植林を推進し、森林被覆率を現在の 13.9％から 2050 年には 26％以上とする計画である。

これを実現するため、それまでの数多くの林業国家プロジェクトを再編して引き続き政府

が植林を行うこととした。更に、これに加え、新たに個人による植林をも奨励することと

した。政府は、個人による植林を奨励するため、法律を整備して個人にも土地の使用権及

び植林木の所有権を認めるとともに、退耕還林を実施する農民に対しては資金的な支援措

置を講じるほか、植林技術の普及を行うこととしている。 

 

とりわけ、黄河流域では侵食を受けやすい黄土が堆積する黄土高原が含まれ、ここから

の土砂の流出が著しいことから、中国政府は黄河流域を重点地区に指定し、森林の保全・

育成を強化している。この黄河の中流域に位置する山西省では、森林被覆率は半世紀前の

2％台から若干回復して 1998 年には 11.7％であるが、国の政策に沿って森林被覆率の向上

を図るため、「山西省生態環境建設計画（1998～2050 年）」を策定し、2050 年に森林被覆

率を 45％とする目標をたてている。 

 

 1998 年に江沢民国家主席が訪日した際、日中両国は、中国の洪水対策の一環として森林

の保護と育成が重要との認識の下、この分野で協力を検討していくこととなった。中国政

府は「山西省昕水河流域造林計画」を策定し、1998 年３月に我が国の無償資金協力を要請

してきた。日本国政府は、予備調査（1999 年 11 月１日から 30 日）を経て基本設計調査を

行うことを決定し、基本設計調査団を 2001 年 10 月 29 日から 12 月 12 日まで（現地調査

Ⅰ）、2002 年 2 月 26 日から 3 月 18 日まで（現地調査Ⅱ）、同年 8 月 18 日から 11 月 21 日

まで（追加調査）現地に派遣した。この現地調査Ⅰの際に、中国側から日本側に対して、
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個人による植林を推進するための技術普及に係る協力の要請が追加して行われた。現地調

査の後、国内作業を経て、基本設計概要説明調査団を 2002 年 8 月 19 日から 24 日まで（概

要説明調査Ⅰ）、及び同年 11 月 4 日から 8 日まで（概要説明調査Ⅱ）派遣した。 

 なお、同時に要請があった「寧夏回族自治区黄河中上流域保全林造成計画」が先に実施

されて「第一次」となり、本プロジェクトは「第二次」との位置づけである。 

 

 本プロジェクトは、中国側の要請を踏まえ、昕水河流域において森林被覆率の向上を図

るため、植林技術普及のモデルとなる森林を造成するとともに、山西省林業部門の普及担

当者の普及能力を高めることを目標とする。基本設計に当たっては、①当地の厳しい自然

条件に適合した技術を用いること、②住民参加を促進するとともに農民でも利用可能な技

術を用いること、③作業適期を考慮して合理的な実施工程とすること、などの点に留意し

て設計を行った。プロジェクトの主な内容は次のとおりである。 
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必要工期は、植物生理に基づく作業適期、基礎的な基盤である林道の新設に要する工期

などの条件を考慮して算定すると、60 ヶ月程度となる。よって、 5 期に分けて実施する計

画とする。 

 

 本プロジェクトの実施によって、次の効果が期待できる。 

①昕水河流域において、モデルとなる森林が造成される。これの見学などを通じて施業方

法の理解が深まるとともに、技術に対する信頼感が醸成される。 

②普及担当者の普及能力が高まり、自律的に技術普及を実施し得るようになる。 

太原 大寧弁公処 屯里地区 三多地区 解家河地区 黄土地区

8,386ha 1,980ha 2,069ha 2,022ha 2,316ha

うち植林対象地（区域面積） 4,900ha 1,130ha 1,160ha 1,250ha 1,360ha

植林 3,687ha 1,104ha 1,238ha 1,344ha

林道新設 80km 22km 20km 17km 21km

谷止工 21箇所 3箇所 8箇所 4箇所 6箇所

気象・土砂量観測所 １箇所 1箇所

監視塔 ８基 ２基 　　２基　　 ２基 ２基

護林員詰所 ４棟 １棟 １棟 １棟 １棟

プロジェクト紹介看板 ８基 2基 2基 2基 2基

4WD車 ５台 １台 １台 １台 １台 １台

ファクシミリ ２台 １台 １台

モーターバイク ８台 ２台 ２台 ２台 ２台

双眼鏡 ８台 ２台 ２台 ２台 ２台

無線機セット ４セット １セット １セット １セット １セット

消火器セット ４セット １セット １セット １セット １セット

背負式噴霧器 ８台 ２台 ２台 ２台 ２台

気象観測機器一式 １セット １セット

4WD車 ２台 ２台

ミニバス ４台 ４台

デジタルビデオカメラ ２台 ２台

モニター＆ビデオデッキ・セット ２セット ２セット

ビデオ編集機セット １セット １セット

デジタルカメラ ２台 ２台

液晶プロジェクター １台 １台

OHP １台 １台

研修会用マイクシステム ２セット ２セット

ホワイトボード １台 １台

デスクトップパソコン ４台 ２台 ２台

ノートパソコン ２台 ２台

スキャナー ２台 １台 １台

レーザープリンター ２台 １台 １台

コピー機 ２セット 1セット １セット

実地訓練工具一式 １セット １セット

生育状況調査機器一式 １セット １セット

農民に対する訓練

1,142ha

植林技術の普及に資するよう、４地区に見本林を設けるとともに、三多地区に施業
簡素化技術実証林を造成

主要コンポーネントの総括表

普及活
動用

ソフト
コン
ポーネ
ント

普及担当者に対する訓練

建築工
事

多様な樹種・品種及び技術の展示

プロジェク
ト対象地

主要コン
ポーネント

山西省林業庁が三多地区において行う植林
に対する支援

合計

内訳

プロジェクト弁公室 プロジェクト対象地コンポーネントの区分

山西省林業庁が三多地区において農民を対象と
して行う作業実習に労務を提供して支援（資材
は本邦施工会社が調達して支援）

プロジェクト対象地面積

植林面積

施設整
備

土木工
事

機材調
達

維持管
理用

4県の普及担当者を対象として行う訓練を中国側と協力して実施

大寧県において農民を対象として行う訓練を中国側と協力して実施または助言
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また、訓練を受けた農民は植林技術を取得する。 

更に、大寧県での作業実習を含む農民の訓練を通じて、実効性ある普及方法のモデルが

新たに構築され、類似地域への応用が期待できる。 

③これまで不足していた普及活動などに必要な機材が整備される。 

④これらの結果、昕水河流域において農民に対する普及活動の実施件数が増加し、次の効

果がもたらされる。 

a 植林が進み森林被覆率が向上する（昕水河流域において 1998 年の 27.2％から 2010 年に

は 38％程度になる）。 

b 森林による水土保全効果が高まり、土砂流出量が減少する。 

c 当地域の 35 万人の住民にとって、土地生産力の低下、洪水などの不安が軽減される。 

 

 実施機関である山西省林業庁は、弁公室を設けるとともにプロジェクトサイトに大寧弁

公処を設置し、それぞれに担当の要員を配置して、本プロジェクトの運営と維持管理を行

う計画である。プロジェクト対象地については、各期の作業が終了する都度中国側に引き

渡しし、その後は中国側が維持管理を行うこととなるので、山西省林業庁は各県の林業局

を指導して、林業局に所属する林場に植林地の維持管理を行わせる予定である。各林場は、

現地の中心的な場所に設置される護林員詰所に護林員４名以上を常駐させ、常時パトロー

ルを行う。これに必要な予算、人員については、国家林業局、山西省林業庁、各県林業局

が共同して確保する計画である。 

 

中国においては、従来は政府が植林を実施してきたが、1998 年に環境政策を強化して以

降は個人による植林を奨励している。本プロジェクトは、このような中国の政策に協力し

て、中国全土の中でも水土保全が特に重要な課題となっている黄土高原に位置し貧困な地

区である昕水河流域全体において植林が進むよう、植林技術普及のモデルとなる森林を造

成するとともに、山西省林業部門の普及担当者の農民に対する普及能力を高めることを目

標とするものであり、我が国の無償資金協力による協力対象事業として実施することが妥

当と考えられる。 

 

 なお、日本側が行う補植（植林後最初の乾期が経過した時期に、活着率が 85％に達しな

い場合に、補植計画本数の範囲内で行う）のほか、その後に枯損が生じた場合には中国側

が維持管理の一環として補植を実施するものとする。また、計画期間が終了した後は、中

国側において、①植栽木が成長して植栽木同士の競合が始まるようになれば適切な時期に

間伐等の必要な作業を実施すること、②普及活動、啓発活動を計画期間だけで終わらせる

ことなく継続することが重要である。 
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第１章 プロジェクトの背景 

 

中国では、長い歴史を通じて木材生産のための森林伐採や食糧確保のための開墾が進み、

森林は 134 百万 ha（第４次全国森林資源調査による。第５次全国森林資源調査速報値では

159 百万 ha）、国土面積の 13.9％にまで減少している。急傾斜地まで耕作が行われるとと

もに耕作限界を超える伐採跡地は荒廃して、森林のもつ水土保全機能が失われ、これらの

土地から土砂の流出が増大している。土砂の流出量は毎年 50 億トン、流出面積は国土面積

の 38.2％にあたる 367 百万 ha に達するといわれている。とりわけ黄河及び長江の流域が

著しく、黄河流域では流出量は 16 億トン、流出面積は 45 百万 ha にも及ぶ。その結果、平

時における渇水、降雨時における洪水、土地生産力の低下など環境保全上の諸問題が顕在

化している。最近は、黄河では流量の減少、断流現象が生じ、長江などでは洪水による大

被害が起きている（1998年の大洪水では損害額2,551億元、死者4,150人の被害となった）。 

このような状況に対処するため、中国政府は、1998 年に「全国生態環境建設計画（1998

～2050 年）」を策定し、環境政策を強化した。林業分野においても、水土保全など森林の公

益的機能に重点を置くよう政策を転換し、森林の伐採を許可制の下で厳しく規制する一方

植林を推進し、森林被覆率を現在の 13.9％から 2050 年には 26％以上とする計画である。

これを実現するため、それまでの数多くの林業国家プロジェクトを再編して引き続き政府

が植林を行うこととした（次に述べる退耕還林プロジェクトを加えて国家 6 大プロジェク

トに再編された）。更に、これに加え、新たに個人による植林をも奨励することとした。政

府は、個人による植林を奨励するため、法律を整備して個人にも土地の使用権及び植林木

の所有権を認めるとともに、退耕還林を実施する農民に対しては資金的な支援措置を講じ

る（退耕還林プロジェクト）ほか、植林技術の普及を行うこととしている。 

 

とりわけ、黄河流域では侵食を受けやすい黄土が堆積する黄土高原が含まれ、ここから

の土砂の流出が著しいことから、中国政府は黄河流域を重点地区に指定し、森林の保全・

育成を強化している。この黄河の中流域に位置する山西省では、森林被覆率は半世紀前の

2％台から若干回復して 1998 年には 11.7％であるが、国の政策に沿って森林被覆率の向上

を図るため、「山西省生態環境建設計画（1998～2050 年）」を策定し、2050 年に森林被覆

率を 45％とする目標をたてている。 

 

 1998 年に江沢民国家主席が訪日した際、日中両国は、中国の洪水対策の一環として森林

の保護と育成が重要との認識の下、この分野で協力を検討していくこととなった。中国政

府は「山西省昕水河流域造林計画」を策定し、1998 年３月に我が国の無償資金協力を要請

してきた。日本国政府は、予備調査（1999 年 11 月１日から 30 日）を経て基本設計調査を

行うことを決定し、基本設計調査団を 2001 年 10 月 29 日から 12 月 12 日まで（現地調査

Ⅰ）、2002 年 2 月 26 日から 3 月 18 日まで（現地調査Ⅱ）、同年 8 月 18 日から 11 月 21 日
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まで（追加調査）現地に派遣した。現地調査の後、国内作業を経て、基本設計概要説明調

査団を 2002 年 8 月 19 日から 24 日まで（概要説明調査Ⅰ）、及び同年 11 月 4 日から 8 日

まで（概要説明調査Ⅱ）派遣した。 

 なお、同時に要請があった「寧夏回族自治区黄河中上流域保全林造成計画」が先に実施

されて「第一次」となり、本プロジェクトは「第二次」との位置づけである。 

中国側からの要請の内容を時系列的に整理すると、次の表のとおりである。普及活動に

ついては、基本設計現地調査Ⅰの際に、中国側から、住民等に対する訓練・普及計画を実

行するために日本側に対して協力の要請があったものである。
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                 表-1 要請の内容 

単位
当初要請

(1998.3.2.)
予備調査

（1999.11.）
基本設計現地調査Ⅰ

（2001.11.）

基本設計現地調
査Ⅱ（2002.3.）

4県13箇所 4県12箇所 4県4箇所 4県4箇所

ha      ・・・ 12,646
8,000haを目途として現地
調査により決定 8,386

1 植林 ha 8,000 9,843

4,310haを目途として現地
調査により決定（最大でも
5,000ha） 4,900

2 施設
次の施設について必要性等
を検討して決定

(1) 林道 km 100 160 林道 79

(2) 監視塔 箇所 監視塔 8

(3) 護林員詰所 箇所 8（監視塔併設） 12（監視塔併設） 護林員詰所 4

(4) 治山施設（谷止工） 箇所 150 0 水土保持施設 21

アースダム 箇所 20 0

谷頭防止工 m2 200,000 0

(5) 気象・土砂量観測所 箇所 8 0 気象・土砂量観測所 1

(6) プロジェクト紹介看板 箇所 12 計画対象地紹介看板 8

(7) 潅水施設 箇所 100 320 地下タンク 26

(8) 防護柵 km 防護柵 12

(9) 歩道 km 歩道 50

(10) 貯水池 箇所 10 12 貯水池 12

作業員宿舎 m2 800 800

モデル苗畑 ha 40 25

温室 m2 3,000 0

揚水設備 揚水設備

潅水設備 潅水設備

3 機材 120
次の機材について必要性等
を検討して決定

(1) 4WD車 台 10 4WD車 7

4WDﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ 台 17

小型トラック 台 41

ブルドーザ 台 5

小型ブルドーザ 台 12

植樹用穿孔機 台 24

(2) ﾐﾆﾊﾞｽ 台 中型バス 4

(3) モーターバイク 台 モーターバイク 8

(4) 双眼鏡 台 17 双眼鏡 8

(5) 無線機セット セット 17
無線機セット（携帯電話を
含む） 4

(6) 消火器セット セット 防火器材 4

(7) 噴霧器 台 5 防虫機械 8

(8) 気象観測機器一式 セット 気象観測機器一式 1

(9) 土砂量観測機器一式 セット 土砂量観測機器一式 1

(10) ファクシミリ 台 8 ファクシミリ 2

(11) デジタルビデオカメラ 台 デジタルビデオカメラ 2

(12)
モニター・ビデオデッキ
セット セット

モニター・ビデオデッキ
セット 2

(13) ビデオ編集機セット セット ビデオ編集機セット 1

(14) デジタルカメラ 台 デジタルカメラ 2

(15) 液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 台 液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 1

(16) OHP 台 OHP 1

(17) 研修会用マイクシステム セット 研修会用マイクシステム 2

(18) ホワイトボード 台 ホワイトボード 1

(19) デスクトップパソコン 台 8 デスクトップパソコン 4

(20) ノートパソコン 台 ノートパソコン 2

(21) ｽｷｬﾅｰ 台 ｽｷｬﾅｰ 2

(22) ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ 台 ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ 2

(23) コピー機 セット コピー機 2

(24) 実地訓練工具一式 セット 1 保育機材 1

(25) 生育状況調査機器一式 セット 生育状況調査機器一式 1

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ・配管 セット 12

トラクタ 台 5

苗畑用潅漑機材 台 5

0A機器 セット 5

風力発電機 台 8
4 普及活動 農家が植林活動に参加する

ための普及活動を計画
農家が植林活動
に参加するため
の普及活動を計
画

主要コンポーネント

区分

箇所数

区域面積
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第２章 プロジェクトの内容 

2-1 プロジェクトの概要 

 

(1) 協力対象事業の目標と内容 

協力対象事業の目標と内容は、次のとおりである。 

 

表-2 協力対象事業の目標と内容 

目標 本プロジェクトは、昕水河流域において森林被覆率の向上を図るため、植林技

術普及のモデルとなる森林を造成するとともに、山西省林業部門の普及担当者の

普及能力を高めることを目標とする。 

内容 (1)対象地域 

 中華人民共和国山西省昕水河流域（吉県、大寧県、蒲県、隰県） 

(2)アウトプット 

 ①モデル林 4,900ha が造成される。 

②山西省林業部門の普及担当者は農民対して植林技術を普及する能力が向上

するとともに、訓練を受けた農民は植林技術を取得する。 

 ③植林技術の普及などに必要な車両、OA 機器等の機材が整備される。 

(3)インプット 

【日本側】 

 ①モデル林の造成のための植林、施設整備（これらに必要な事業費） 

 ②普及活動用車両、OA 機器など 24 種 72 台・セット 

 ③モデル林の造成、植林技術普及の訓練のための日本人専門家 11 人 

【相手国側】 

①作業実習を含む普及・訓練の実施 

②山西省林業庁のプロジェクト弁公室及び大寧弁公処 

③山西省林業庁の普及担当者２名、植林施工監理担当者１名、事務職員、運転

手等 

④ローカルコストとして普及活動経費、植林地の維持管理経費など 

 

中国においては、従来は政府が植林を実施してきたが、1998 年に環境政策を強化して以

降は個人による植林を奨励している。本プロジェクトは、このような中国の政策に協力し

て、中国全土の中でも水土保全が特に重要な課題となっている黄土高原に位置し貧困な地

区である昕水河流域全体において植林が進むよう、植林技術普及のモデルとなる森林を造

成するとともに、山西省林業部門の普及担当者の農民に対する普及能力を高めることを目

標とするものである。 
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(2)プロジェクト対象地と植林対象地 

 本プロジェクトの対象地は昕水河流域における屯里地区（吉県）、三多地区（大寧県）、

解家河地区（蒲県）、黄土地区（隰県）の４箇所、合計 8,385.9ha である。このうち一定の

要件を満たす植林適地約 4,900ha（区域面積）について植林を行い、モデル林を造成する。 

 

(3)プロジェクトの諸要素 

 本プロジェクトの主要なコンポーネントは植林、施設整備、機材調達、ソフト・コンポ

ーネントであり、一覧表に整理すると次の「主要コンポーネントの総括表」のとおりであ

る。 

表-3 主要コンポーネント総括表 

 

太原 大寧弁公処 屯里地区 三多地区 解家河地区 黄土地区

8,386ha 1,980ha 2,069ha 2,022ha 2,316ha

うち植林対象地（区域面積） 4,900ha 1,130ha 1,160ha 1,250ha 1,360ha

植林 3,687ha 1,104ha 1,238ha 1,344ha

林道新設 80km 22km 20km 17km 21km

谷止工 21箇所 3箇所 8箇所 4箇所 6箇所

気象・土砂量観測所 １箇所 1箇所

監視塔 ８基 ２基 　　２基　　 ２基 ２基

護林員詰所 ４棟 １棟 １棟 １棟 １棟

プロジェクト紹介看板 ８基 2基 2基 2基 2基

4WD車 ５台 １台 １台 １台 １台 １台

ファクシミリ ２台 １台 １台

モーターバイク ８台 ２台 ２台 ２台 ２台

双眼鏡 ８台 ２台 ２台 ２台 ２台

無線機セット ４セット １セット １セット １セット １セット

消火器セット ４セット １セット １セット １セット １セット

背負式噴霧器 ８台 ２台 ２台 ２台 ２台

気象観測機器一式 １セット １セット

4WD車 ２台 ２台

ミニバス ４台 ４台

デジタルビデオカメラ ２台 ２台

モニター＆ビデオデッキ・セット ２セット ２セット

ビデオ編集機セット １セット １セット

デジタルカメラ ２台 ２台

液晶プロジェクター １台 １台

OHP １台 １台

研修会用マイクシステム ２セット ２セット

ホワイトボード １台 １台

デスクトップパソコン ４台 ２台 ２台

ノートパソコン ２台 ２台

スキャナー ２台 １台 １台

レーザープリンター ２台 １台 １台

コピー機 ２セット 1セット １セット

実地訓練工具一式 １セット １セット

生育状況調査機器一式 １セット １セット

農民に対する訓練

1,142ha

植林技術の普及に資するよう、４地区に見本林を設けるとともに、三多地区に施業
簡素化技術実証林を造成

普及活
動用

ソフト
コン
ポーネ
ント

普及担当者に対する訓練

建築工
事

多様な樹種・品種及び技術の展示

プロジェク
ト対象地

主要コン
ポーネント

山西省林業庁が三多地区において行う植林
に対する支援

合計

内訳

プロジェクト弁公室 プロジェクト対象地コンポーネントの区分

山西省林業庁が三多地区において農民を対象と
して行う作業実習に労務を提供して支援（資材
は本邦施工会社が調達して支援）

プロジェクト対象地面積

植林面積

施設整
備

土木工
事

機材調
達

維持管
理用

4県の普及担当者を対象として行う訓練を中国側と協力して実施

大寧県において農民を対象として行う訓練を中国側と協力して実施または助言
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(4)実施体制 

本プロジェクトの責任機関は国家林業局、実施機関は山西省林業庁である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 本プロジェクトの実施体制 

 

プロジェクトの運営に当たっては、プロジェクトの発足にあわせて山西省林業庁内にプ

ロジェクト弁公室を置くとともに、山西省人民政府にプロジェクト指導班を設けて関係機

関の連絡調整を行う。 

また、プロジェクト対象地までの距離が遠いことを考慮して、プロジェクト対象地が所

在する大寧県に大寧弁公処を置いて必要な業務を行う。大寧弁公処の要員は、普及訓練の

担当者２名、作業実習のための植林の担当者１名、運転手６名等を予定し、プロジェクト

弁公室の指揮命令に従い、施主の立場での連絡調整、監督のほか、普及のための訓練や作

業実習のための植林などを行う。要員は山西省林業庁に所属し、予算も林業庁により措置

される。また、プロジェクト弁公室と大寧弁公処との間は、パソコン及び FAXで結び、円

滑に連絡をとり得るようにする。 

また、プロジェクト対象地の４地区それぞれにおいて、各県の林業局に所属する林場が

国際協力事業団

本部 

国際協力事業団 

中国事務所 

外務省 在中国 

日本大使館 

対外貿易経済

合作部 

国家林業局 

山西省 

林業庁 

コンサルタント契約 施工契約 

本邦コンサルタント 本邦施工会社 

報告 

施工監理 

認証 
認証

交換公文（E/N）日本国政府 中華人民共和国政府 

無償資金協力 

作業実習のための植林

支援 

普及のための訓練 
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対象地の維持管理を行う。 

 本邦コンサルタントは、実施設計、施工監理、ソフト・コンポーネントを実施する。競

争入札によって選定される本邦施工会社は、機材調達及び施設整備、三多地区（大寧県）

を除く３地区における植林を行う。本邦コンサルタントは、これらの業務を実施するため

大寧県に事務所を置くことを予定する。 

 

 

 

2-2 協力対象事業の基本設計 

2-2-1 設計方針 

 

 基本設計に当たっては、次の点に留意して設計を行う。 

(1)自然条件に適合した技術を用いること 

植林については「適地適木」、「適期作業」が全ての箇所に共通する大原則であり、とり

わけ、当地のように気象条件、土地条件が厳しい箇所では、この原則に従ったものとする

必要がある。このため、当地で開発され定着している植林技術を最大限活用する。 

 また、当地は黄土高原の一部であり、黄土が厚く堆積している。黄土は粒径が均一の細

粒土であり、物理的・化学的な性質上、水に対する抵抗性が小さく、侵食を受けやすい。

また、黄土の侵食が進んで急傾斜地や断崖が多く、ガリーが深く切れ込んで皺が多い複雑

な地形である。このため、林道新設に当たっては、できるだけ地形に沿って土工量を小さ

くし、維持管理が容易な道路づくりを目指す。併せて、同じ観点から、既設道路を管理者

の了解を得て有効に利用する。 

 

(2)住民参加を促進するとともに利用可能な技術を用いること 

 本プロジェクトの目標は、地域住民の植林活動への参加を促し、流域全体の植林を進展

させることにある。 

 当地では、苗木の活着率に最も大きな影響を与える要因は土壌水分である。当地におい

てもコストを度外視してふんだんに潅水を行えば、一時的に高い活着率を確保することは

可能であると考えられる。しかし、潅水によって苗木の体質が水分依存度の高い軟弱なも

のになってしまうと、潅水ができなくなったときには生存を確保することが難しくなる。

また、住民が自身で植林を行う場合は、高コストの潅水は困難である。よって、できるだ

け住民が利用できるような技術をもって、水分問題を克服する植林技術を主体にする。 

 

(3)生態系に配慮すること 

 荒廃地に植林を計画するに当たっては、成林後の将来も視野において、できるだけ自然

の生態系に近いものになるよう、針葉樹と広葉樹あるいは喬木と潅木の混植を主体とする。 
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(4)合理的な実施工程とすること 

計画期間及び実施工程については、①植林には植物生理に基づく作業適期があること、

②植林対象地においては作業の基盤である道路の整備を今後行う必要があること、③普及

活動は本プロジェクトの植林過程を利用しつつ進めることが合理的であること、などを考

慮し、最も合理的なものとする。 

 

 

 

2-2-2 基本計画 

 

 本プロジェクトの対象地 4 地区のうち三多地区（大寧県）については、山西省林業庁が

農民の作業実習のために植林を行う地区とした。実施形態に違いはあっても、適用する植

林技術は 4 地区に共通するので、本項では三多地区（大寧県）をも含めて記述する。 

 

2-2-2-1 植林 

(1)植林対象地の選定方法 

 本プロジェクトの対象地は、4 地区で合計面積 8,385.9ha である。 

このうち本プロジェクトで植林の対象とするのは、次の「植林対象地選定基準」を満た

すものとした。 
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表-4 植林対象地選定基準 

１ 次の項目に該当する区域は除外 
①崖地、崩壊地、崩壊危険地等で通常の植林技術では植栽が困難なところ 
②岩礫地、急傾斜地等で通常の植林費より著しく高くなると見込まれるところ 
③アクセス不良な小団地等で効率的な植林事業が見込めないところ 
④現に利用中の耕作地、放牧地等で農民との摩擦が予期され、植林後に維持管理が    

困難となる可能性のあるところ 
⑤天然林がまとまって生育するところ 

２ １の除外地を除いた土地について、更に次の項目により優先度を設定し植林対象地を

選定 
①植林による土砂流出防止の効果 
②植林による社会経済上の効果及びモデル効果 
③適切な樹種の苗木の入手可能性及びコスト 
④必要な労働力の確保の可能性 
⑤他のドナーの協力及び中国側による開発計画等との重複の有無 
⑥中国側による維持管理計画の妥当性 
⑦事業実施のコスト 
⑧日本の無償資金協力として必要なそのほかの条件 

（注）基本設計現地調査Ⅰの際の協議議事録で確認された基準である。 

 

 この基準に基づいて選定した植林対象地の区域は約 4,900ha である。 

表-5 植林対象地の地区別内訳 

日本側が植林を行う地区 山西省林業庁が植

林を行う地区 
区分 計 

屯里 解家河 黄土 小計 三多 
植林対象地区域面積

（ha） 
 
4,900 

  
1,130 

 
 1,250 

 
1,360 

 
3,740 

  
1.160 

（参考）プロジェクト

対象地面積（ha） 
 
8,386 

 
1,980 

 
2,022 

 
2,315 

 
6,317 

 
2,069 

 

(2)施業区分 

 植林対象地は、個々の林地についてみると、それぞれ条件が異なる。よって、植栽木の

成長、作業の効率等に影響を与える因子によって類型区分し、それぞれの土地条件に応じ

た施業方法を選択する必要がある。 

このため、小班単位に方位、標高、傾斜度により類型区分し、それぞれに標準化された

施業方法（以下「施業区分」という）を定める。具体的には次の施業区分とする。 
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図-2 林地の類型区分 

 

 

 

表-6 施業区分 

 

 

0～5° 6～15°16～25°26～35°
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

国道等に面した箇所

解家河地区と黄土地区
の東斜面と北西斜面

混植
（白皮松,潅木）

1,300～

全

傾斜 備考

～1,000 元宝楓

標高(m) 植栽樹種

北向

南向

混植
（側柏,刺槐）

混植
（側柏,山桃・山杏）

混植
（側柏,元宝楓）

混植
（油松,山桃・山杏）

全

混植
（側柏,潅木）

全

～1,300

方位

1,000～

全

混植
（油松,潅木）

方位
標高

傾斜 植栽樹種 整地方法
植栽密度（本／ha）
（列間m×苗間m）

潅水

北向

～1,000

北向 混植 水平溝A 油松　1,650×3/5   （4×1.5）

1,000～ （油松、灌木） 水平溝B 灌木　2,500×2/5   （4×1）

（臥牛穴A/B）

北向 混植 水平溝A 白皮松1,650×3/5   （4×1.5）

全 （白皮松、灌木） 水平溝B 灌木　2,500×2/5   （4×1）

（臥牛穴A/B）

北向 混植 油松　2,200×2/5   （3×1.5）

全 （油松、山桃・山杏） 山桃等1,320×3/5   （3×2.5）

南向 混植 側柏　1,650×2～3/5（4×1.5）

～1300m （側柏、刺槐） 刺槐　1,000×3～2/5（4×2.5）

南向 混植 側柏　1,650×2/5   （4×1.5）

1300m～ （側柏、元宝楓） 元宝楓1,000×3/5   （4×2.5）

南向 混植 水平溝A 側柏　1,650×3/5   （4×1.5）

全 （側柏、灌木） 水平溝B 灌木　2,500×2/5   （4×1）

（臥牛穴A/B）

南向 混植 側柏　2,200×2/5   （3×1.5）

全 （側柏、山桃・山杏） 山桃等1,320×3/5   （3×2.5）

(注)：

３　施業区分Ⅴについては、箇所ごとに混交割合を定める。本表ではその幅を示した。

Ⅱ

Ⅲ

16～35°

16～35°

16～35°

Ⅶ
側柏の裸根
苗に実施

Ⅷ

Ⅳ 　～15°

Ⅴ

Ⅵ
水平溝A
（臥牛穴A）

側柏の裸根
苗に実施

水平溝C

林地の
類型区

分

元宝楓
水平溝A
（臥牛穴A）

元宝楓1,000        （4×2.5）Ⅰ

林地条件 施業方法

２　植栽密度は、臥牛穴Aの場合は700本／ha、臥牛穴Bの場合は1,400本／ha（穴の中に2本植を50cm間隔で）。

16～35°

16～35°

16～35°

水平溝C
側柏の裸根
苗に実施

　～15°

１　施業区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅶにおける整地方法について、襞の多い急傾斜面で連続して水平溝を作設できない箇
所では臥牛穴AまたはBとする。

水平溝A
（臥牛穴A）

側柏の裸根
苗に実施
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植林対象地の区域について、施業区分に基づいて植林を行う面積を示すと次の表のとお

りとなる。 

表-7 施業区分別の面積 

 

 なお、この施業区分に基づいて標準化された施業方法を採用する箇所のほか、４地区に

それぞれ見本林を設ける（7ha×4 地区）とともに、三多地区には施業簡素化技術実証林 5ha

を設ける。 

 また、このように小班単位に行う植林のほか、プロジェクト対象地内に新たに開設する

林道に沿って、植栽の展示効果を高めるとともに法面の安定にも寄与するため、法面上に

植栽を行う。具体的には、新設林道の延長のうち植林対象地の区間において、谷側法面に

ショウ河柳を一列に植栽する（植栽は 2.5m 間隔で 400 本／km）。 

 

(3)植林の作業手順 

植林作業は、①整地、②植栽、③保育の各作業を一連のものとして行う。保育の期間は、

針葉樹については植栽年から（雨期植の場合は植栽の翌年から）3 年、広葉樹については植

栽年から（秋植の場合は植栽の翌年から）2 年とする。植栽後は苗木の活着率の検査を行い、

一定の基準値（中国造林技術規程の基準を準用し 85％とする）に達しない場合には、補植

計画本数の範囲内で枯損苗木数に相当する数を補植する。 

 

 

 

               

 

 

活着率(%)＝生存している苗木の本数÷植栽した本数×100 

整地 植栽 保育 保育 

補植 
活着率＜85％の場合 

山西省林業庁
が植林を行う
地区

屯里 解家河 黄土 小計 三多

Ⅰ 265.1 137.5 137.5 127.6

Ⅱ 1,327.1 251.1 414.8 366.0 1,031.9 295.2

Ⅲ 184.1 96.8 87.3 184.1

Ⅳ 111.7 50.7 3.7 39.4 93.8 17.9

Ⅴ 2,254.3 601.1 403.9 615.0 1,620.0 634.3

Ⅵ 401.7 251.0 150.7 401.7

Ⅶ 120.6 61.7 35.7 97.4 23.2

Ⅷ 164.0 2.2 68.0 50.1 120.3 43.7

計 4,828.6 1,104.3 1,238.2 1,344.2 3,686.7 1,141.9

単位：ha

(注）植林対象地4,900haから見本林、施業簡素化技術実証林、林道用地などを除く。

日本側が植林を行う地区
類型区分 計
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以上の基本工程のほか、樹種や苗木の形態によって、潅水などの新たな工程が加わった

り、作業の時期や内容が異なることがある。整地については、主として地形によってその

方法（水平溝 A、水平溝 B、水平溝 C、臥牛穴 A、臥牛穴 B）を選択する。 

これら樹種や苗木の形態による作業手順をパターン分けして、フローチャートで示すと

次のとおり 5 のパターンになる。 

 

 なお、本プロジェクトは、全体の工期は５年５期で計画している。しかし、日本の無償

資金協力の制度上、各期はそれぞれ独立し、完結するものとして取り扱うことになってい

る。よって、植林作業は計画期間を通じて①整地、②植栽、③必要な箇所における補植、

④保育の各作業を一連のものとして行うが、無償資金協力の制度に従って各期の作業終了

の都度中国側に引き渡すことになる。 

 また、補植については、植林後最初の乾期（４月中旬～６月）を経過するまでが最も枯

損が生じやすいので、日本側はこの時期１回に限って、活着率が 85％に達しない場合に補

植を行う計画である。その他の時期にあっては、必要があれば、中国側による維持管理の

一環として行う。 
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(4)苗木の調達 

 本プロジェクトで植林に使用する樹種は、見本林及び施業簡素化技術実証林を除き針葉

樹の喬木 3 種、広葉樹の喬木 5 種、潅木 5 種である。苗木は、地元の種苗生産事業体から、

検査に合格した、できるだけ耐乾性の高い優良なものを購入する。 

 

 

 

2-2-2-1-1 新植 

2-2-2-1-1-1 整地 

(1)整地の必要性 

整地は、次の目的で行う作業であり、苗木の活着とその後の成長を確保するために必要

なものである。 

①雨水を溝内に集めるとともに、土壌の保水性、通気性を高める。 

②上方からの地表流による土壌侵食を防ぐ。 

③日光照射と温度条件を変えて土壌からの蒸発を減少させ、土壌微生物の活動、栄養物質の

分解を有利にする。 

 

(2)規格 

整地の方法は水平溝を基本とし、地形条件などによって水平溝 A、水平溝 B、水平溝 C、

臥牛穴 A、臥牛穴 B のいずれかを選択する。 

(a)水平溝 A/B 

水平溝は、斜面の水平方向に等高線に沿って連続して溝を作設するものであり、溝の上

幅は 60cm、深さは 60cm、畦の上幅は 30cm、高さは 20cm、溝と溝との間隔は 4m である

（水平溝 A）。また、潅木を植栽する水平溝については、苗木に合わせて少し小さめで、溝

の上幅は 50cm、深さは 50cm とする（水平溝 B）。 

また、溝の長さ 5ｍ程度ごとに仕切りの土手を設け、雨水が溝の中を傾斜に沿って流れな

いような構造にする。 

(b)水平溝 C 

 傾斜が 15°以下の緩やかな箇所すなわち施業区分ⅣとⅧの箇所では、水平溝 1 列と植穴

2 列を組み合わせる方法で整地を行う（水平溝 C）。この場合、列と列の間隔は 3m である。 

植穴は、一つ一つを単独で設ける。縦及び横 40cm、深さ 40cm の植穴の下方側に心土を

積み、上方側に斜め 45 度の角度で集水区域（表土・雑草を掘り取る）を設ける。 

(c)臥牛穴 A/B 

臥牛穴は、急傾斜でかつ斜面の襞が多くて水平溝を連続して作設できない箇所、及び潅

木などが点在している箇所に例外的に設ける。半月状に長さ１ｍ、上幅 50cm、深さ 60cm

で溝を掘り、下方側に畦を上幅 30cm、高さ 20cm で作設する（臥牛穴 A）。また、潅木を
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植栽する臥牛穴については、少し小さめで溝の深さは 50cm とする（臥牛穴 B）。 

表-8 整地の規格 

 

 

 箇所ごとに整地の方法を選択すると、整地方法別の面積は次のとおりとなる。 

表-9 整地方法別面積（日本側が植林を行う地区） 

施業区分別内訳（ha） 整地方法 計 

（ha） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 

水平溝 A 2,428.9 110.2 505.9 95.0  1,337.2 334.0 46.6  

水平溝 B 433.3  344.9 57.1    31.3  

水平溝 C 214.1    93.8    120.3 

臥牛穴 A 515.5 27.3 106.1 19.9  282.8 67.7 11.7  

臥牛穴 B 94.9  75.0 12.1    7.8  

計 3,686.7 137.5 1,031.9 184.1 93.8 1,620.0 401.7 97.4 120.3 

（注）喬木と潅木の混植の箇所については、植栽列の割合で面積案分し、それぞれの欄に計上した。 

 

表-10 整地方法別面積（山西省林業庁が植林を行う地区＝三多地区） 

施業区分別内訳（ha） 整地方法 計 

（ha） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 

水平溝 A 778.2 100.3 142.7   524.4  10.8  

水平溝 B 101.8  94.6     7.2  

水平溝 C 61.6    17.9    43.7 

臥牛穴 A 171.6 27.3 32.8   109.9  1.6  

臥牛穴 B 28.7  25.1     3.6  

計 1,141.9 127.6 295.2  17.9 634.3  23.2 43.7 

（注）喬木と潅木の混植の箇所については、植栽列の割合で面積案分し、それぞれの欄に計上した。 

 

 

上幅cm 深さcm 長さcm 上幅cm 高さcm

水平溝A 16～35° 喬木 60 60 長く 30 20

水平溝B 16～35° 潅木 50 50 長く 30 20

水平溝（1/3列） 60 60 長く 30 20

植穴（2/3列） 40 40 40 0 0

臥牛穴A 16～35° 喬木 50 60 100 30 20

臥牛穴B 16～35° 潅木 50 50 100 30 20

水平溝と植穴
の組み合わせ

水平溝C  0～15°

区分 傾斜 樹種
大きさ（規格）

溝/穴 畦 備考
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表-11 整地方法別面積の期別内訳（再掲） 

単位：ha 
日本側が植林を行う地区 山西省林業庁が植林を行う地区＝三多地区 整地方

法 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 
水 平 溝

A 
 971.7 794.8 662.4  57.5 261.0 266.3 193.4  

水 平 溝

B 
 193.3 142.1 98.0  8.5 38.0 26.5 28.8  

水 平 溝

C 
 79.7 69.5 64.9   4.6 3.5 53.5  

臥 牛 穴

A 
 219.6 177.9 118.0  14.3 65.1 72.0 20.2  

臥 牛 穴

B 
 42.1 32.4 20.3  2.2 10.8 8.9 6.8  

計  1,506.4 1,216.7 963.6  82.5 379.5 377.2 302.7  
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図-4 

整地の方法 
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(3)整地作業の時期 

整地作業は、溝または穴の土壌に雨水を十分吸収させる必要があることから、雨期が終

了するまでに実施する。 

 

2-2-2-1-1-2 植栽 

(1)樹種 

 植栽樹種は、適地適木を旨として、降水量が少ない当地域の気象条件を考慮し、植林技

術が確立して一般的に植林に用いられている樹種を選定した。その結果、針葉樹の喬木 3

種、広葉樹の喬木 5 種、潅木 5 種となった。 

 

表-12 植林に用いる樹種 

針葉樹 油松、白皮松、側柏 喬木 

広葉樹 刺槐、元宝楓、山桃、山杏、ショウ河柳 

潅木 沙蒔、寧条、紫穂槐、酸棗、火炬 

 

植林にあたっては、単純林はできるだけ避けて混交林に誘導することとして、混植を計

画する。この場合、生態的特性を考慮して、根系の競合を避けるために深根性と浅根性の

樹種を組み合わせること、成長速度の差による被圧を避けるために数列の列状混植、ブロ

ック状混植などを計画する。樹種ごとの割合は、 

①油松 3 対潅木 2（施業区分Ⅱ）、 

②白皮松 3 対潅木 2（施業区分Ⅲ）、 

③油松 2 対山桃・山杏 3（施業区分Ⅳ）、 

④側柏 2～3 対刺槐 3～2 列（施業区分Ⅴにおいて箇所ごとに土地条件を考慮して定める）、 

⑤側柏 2 対元宝楓 3（施業区分Ⅵ）、 

⑥側柏 3 対潅木 2（施業区分Ⅶ）、 

⑦側柏 2 対山桃・山杏 3（施業区分Ⅷ） 

とする。 

 

(2)密度（植栽本数） 

植栽密度は、中国国家標準「造林技術規程」に準拠し、プロジェクト方式技術協力「中

国黄土高原治山技術訓練計画（1990-1995）」での成果、現地での実際の植栽本数などを考

慮し、針葉樹（油松、白皮松、側柏）は ha 当たり 1,650 本（列間 4m、苗間 1.5m）、広葉

樹（刺槐、元宝楓）は ha 当たり 1,000本（列間４m、苗間 2.5m）を基本とする。ただし、

傾斜が緩やかな箇所（施業区分ⅣとⅧ）においては、整地の列（溝）間が 3m となるので、

針葉樹（油松、側柏）は ha 当たり 2,200 本（列間 3m、苗間 1.5m）、広葉樹（山桃、山杏）

は ha 当たり 1,320 本（列間 3m、苗間 2.5m）とする。潅木については、ha 当たり 2,500
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本（列間 4m、苗間 1m）とする。 

 

(3)植栽の時期 

 植栽の時期は、植物生理に基づき成長が可能となる春を基本とするが、春は降雨が少な

く乾燥が著しいことや作業の平準化をも考慮し、夏（雨期）または秋にも植栽を行う。 

具体的には、針葉樹の裸根苗は３月中旬～４月中旬に植栽し（以下「春植」という）、針

葉樹のポット苗木は雨期後半の 7～8 月に植栽する（以下「雨期植」という）。また、広葉

樹は、３月中旬～４月中旬の春植のほか、比較的乾燥にも強いので 10 月中旬～11 月中旬に

も植栽を行う（以下「秋植」という）。 

なお、刺槐は根株苗（幹を５cm 程度、根も少し切りつめた苗木）を使って 10 月中旬～

11 月中旬を主体に植栽を行う。この場合、乾燥と寒さを避けるため、植栽後に土を用いて

苗木を埋設し、翌春に土を取り除く。 

 箇所ごとに植栽の時期を選択した結果、植栽時期別の面積は次のとおりとなった。 

 

表-13 植栽時期別面積（新植）〈日本側が植林を行う地区〉 
施業区分別内訳（ha） 

植 栽

時期 

樹種別 合計面積

（ha） 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 

春 油松・白皮松の裸

根苗 

297.5 
 280.0 17.5      

春 側柏裸根苗 232.5 
    206.4 18.0 8.1  

雨期 針葉樹ポット苗 973.0 
 332.0 97.4 9.3 396.4 76.2 50.2 11.5 

春 刺槐 77.1 
    77.1    

秋 刺槐 940.1 
    940.1    

春 山桃・山杏 20.0 
   7.0    13.0 

秋 山桃・山杏 173.3 
   77.5    95.8 

春 その他広葉樹 83.5 
 67.7 4.6   5.8 5.4  

秋 その他広葉樹 889.7 
137.5 352.2 64.6   301.7 33.7  

計 3,686.7 
137.5 1,031.9 184.1 93.8 1,620.0 401.7 97.4 120.3 

（注）混植の箇所については、植栽列の割合で面積案分し、それぞれの欄に計上した。 

 

表-14 植栽時期別面積（新植）〈山西省林業庁が植林を行う地区＝三多地区〉 
施業区分別内訳（ha） 

植 栽

時期 

樹種別 
合計面積

（ha） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 

春 油松・白皮松の裸

根苗 

58.4  58.4       
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春 側柏裸根苗 125.4  
   117.3  8.1  

雨期 針葉樹ポット苗 350.6  
117.1  4.0 218.4  4.3 6.8 

春 刺槐   
       

秋 
刺槐 298.6  

   298.6    

春 
山桃・山杏   

       

秋 
山桃・山杏 50.8  

  13.9    36.9 

春 
その他広葉樹 44.2 26.9 

17.3       

秋 
その他広葉樹 213.9 100.7 

102.4     10.8  

計 1,141.9 127.6 
295.2  17.9 634.3  23.2 43.7 

（注）混植の箇所については、植栽列の割合で面積案分し、それぞれの欄に計上した。 

 

表-15 植栽時期別面積（新植）の期別内訳（再掲） 

単位：ha 

日本側が植林を行う地区 山西省林業庁が植林を行う地区=三多地区 植 栽

時期 

樹種別 

Ⅰ

期 

Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 

春 油松・白皮松の裸

根苗 

  183.2 114.3   7.9 31.5 19.0  

春 側柏裸根苗   119.2 113.3   40.8 40.1 44.5  

雨期 針葉樹ポット苗  370.8 303.4 298.8   106.5 98.8 145.3  

春 刺槐   43.2 33.9       

秋 刺槐  393.5 288.3 258.3  21.2 71.3 127.0 79.1  

春 山桃・山杏   13.6 6.4       

秋 山桃・山杏  54.2 63.1 56.0   4.6 3.5 42.7  

春 その他広葉樹   45.3 38.2   2.1 23.9 18.2  

秋 その他広葉樹  283.4 255.8 350.5  10.5 101.6 66.2 35.6  

計  1,101.9 1,315.1 1,269.7  31.7 334.8 391.0 384.4  

 

(4)苗木輸送の方法 

 新植のための苗木の必要量は次のとおりである。 

表-16 樹種別の苗木必要量（日本側が植林を行う地区） 

時期別内訳（万本） 樹種別 合計本数 

（万本） 
春 雨期 秋 

油松（裸根苗） 41.6 41.6   

油松（ポット苗） 51.3  51.3  
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白皮松（裸根苗） 2.6 2.6   

白皮松（ポット苗） 14.5  14.5  

側柏（裸根苗） 34.2 34.2   

側柏（ポット苗） 80.1  80.1  

刺槐 95.5 7.3  88.2 

元宝楓 42.2 0.6  41.6 

山桃・山杏 25.5 2.6  22.9 

潅木 121.6 17.8  103.8 

小計 509.1 106.7 145.9 256.5 

ショウ河柳 0.9 0.9   

合計 510.0 107.6 145.9 256.5 

 

表-17 樹種別の苗木必要量（山西省林業庁が植林を行う地区＝三多地区） 

時期別内訳（万本） 樹種別 合計本数 

（万本） 
春 雨期 秋 

油松（裸根苗） 8.5 
8.5   

油松（ポット苗） 18.6 
 18.6  

白皮松（裸根苗）  
   

白皮松（ポット苗）  
   

側柏（裸根苗） 18.1 
18.1   

側柏（ポット苗） 35.1 
 35.1  

刺槐 28.4 
  28.4 

元宝楓 11.9 
2.5  9.4 

山桃・山杏 6.7 
  6.7 

潅木 29.5 
4.3  25.1 

小計 156.7 
33.4 53.7 69.6 

ショウ河柳 0.1 
0.1   

合計 156.8 
33.5 53.7 69.6 

 

表-18 樹種別苗木必要量の期別内訳（再掲） 

単位：万本 

日本側が植林を行う地区 
山西省林業庁が植林を行う地区＝三多地区 

樹種別 

Ⅰ期 
Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 

油松（裸根苗）  
 26.2 15.5   1.2 4.6 2.7  

油松（ポット苗）  
22.8 13.4 15.1   7.1 3.9 7.5  
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白皮松（裸根苗）  
 1.1 1.5       

白皮松（ポット苗）  
4.4 2.8 7.3       

側柏（裸根苗） 
  17.5 16.7   6.0 6.4 5.7  

側柏（ポット苗） 
 28.5 28.5 23.1   8.2 11.1 15.8  

刺槐 
 37.2 31.3 27.0  2.0 6.7 11.9 7.7  

元宝楓 
 8.7 10.8 22.6  0.1 5.9 4.7 1.2  

山桃・山杏 
 7.2 10.1 8.2   0.6 0.5 5.6  

潅木 
 43.8 43.0 34.8  1.9 9.3 8.5 9.7  

小計 
 152.6 184.7 171.8  4.1 45.0 51.6 56.0  

ショウ河柳 
  0.6 0.3     0.1  

合計 
 152.6 185.3 172.1  4.1 45.0 51.6 56.1  

 

 これら本プロジェクトで植栽に使用する苗木は、地元の種苗生産事業体から、国家標準

「造林技術規程」に基づく検査に合格した１級苗を購入する。 

 

表-19 苗木の規格 

 

 

 当地では、苗木は苗畑渡しが一般的であるので、苗畑から作業現場まで輸送する必要が

ある。苗木はこの輸送の間が一番乾燥しやすく、活着率に大きな影響を与えるので、次の

根元径 苗高 根系長 側根数 根元径 苗高 根系長 側根数

≧cm ≧cm ≧cm ≧ ≧cm ≧cm ≧cm ≧

裸根苗 2-0 0.55 14 20 8 0.45 8 18 6

ポット苗 1-1 0.7 14 25 10 0.5 8 22 8

裸根苗 3-0 0.4 15

ポット苗 2-1 0.5 20

裸根苗 2-0 0.5 45 20 10 0.4 25 18 8

ポット苗 1-1 0.7 45 25 12 0.55 35 20 8

刺槐 裸根苗 1-0 0.90 120 20 8 0.70 100 18 6

山桃・山杏 裸根苗 1-0 0.8 130

元宝楓 裸根苗 1-0 1.0 120

ショウ河柳 裸根苗 2-0 2.0 300

沙棘, 檸条,
荊条

裸根苗 1-0 0.5 50

紫穂槐 裸根苗 1-0 0.6 50

（注）

灌木

針葉
樹・
広葉
樹別

針葉樹

喬木

広葉樹

広葉樹

国家標準造林技術規程による。ただし、白皮松、山桃・山杏、ショウ河柳、灌木は現地規格による。

油松

側柏

白皮松

喬
木・
灌木
別

樹種
苗木の種

類
苗齢

１級苗 ２級苗
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点に留意して輸送する。 

①植栽と苗木輸送の進行状況を管理して、必要量を輸送する。 

②輸送前、輸送後は、それぞれの場所で速やかに仮植を行う。 

③輸送中に根が乾燥しないように、シートで覆う。 

④輸送に使う車両の手配を確実に行う。 

 

 

2-2-2-1-1-3 潅水 

(1)潅水の必要性 

当地域は降水量が少なく、かつ、季節や年による偏りがあることから、植栽木が活着し、

生育するためには乾燥を防ぐ植林技術と土壌水分が重要である。このため、①乾燥に強い

樹種を選択すること、②乾燥に耐える優良な苗木を使用すること、③ポット苗木の活用も

図ること、④輸送時などにおいて苗木の乾燥を防ぐこと、⑤植栽は適期に行うこと、⑥植

栽本数は水分競合が起きない程度に抑制すること、⑦保育を適切に行い目的外植物との水

分競合を緩和することなどの植林技術を活かすとともに、⑧整地を適切に行い雨水の浸透

を多くすること、などの手段を講じる。 

しかし、このような努力をしても、春には降水量が少ない一方で、気温が上昇し風が比

較的強いので蒸発量が増加し、著しく乾燥する。このため、この時期に、土壌水分が特に

減少する南斜面において、水分要求の比較的大きい針葉樹（裸根苗に限る）を植栽する場

合には潅水が必要になる。 

 

(2)潅水の対象と量 

南斜面の施業区分Ⅴ，Ⅵ，Ⅶ，Ⅷに属する側柏の裸根苗を対象として、潅水を計画する。

その量は、苗木１本について柄杓一杯に相当する１㍑とする。 

 潅水量は次のとおり計算される。 

 

表-20 潅水量（日本側が植林を行う地区） 

施業区分 全面積 

(ha) 

うち側柏裸根苗を植栽する面積

（ha） 
側柏裸根苗の本数

（万本） 
潅水量 
（m3） 

Ⅴ 1,620.0 206.4 31.6 316 

Ⅵ 401.7 18.0 1.4 14 

Ⅶ 97.4 8.1 1.2 12 

Ⅷ 120.3    

計 2,239.4 232.5 34.2 342 

（注）「うち側柏裸根苗を植栽する面積」欄は、植栽列の割合で面積案分して計上した。 

 



 
 
 

 24

表-21 潅水量（山西省林業庁が植林を行う地区＝三多地区） 

施業区分 全面積 

(ha) 

うち側柏裸根苗を植栽する面積

（ha） 
側柏裸根苗の本数

（万本） 
潅水量 
（m3） 

Ⅴ 634.3 
117.3 16.9 169 

Ⅵ  
   

Ⅶ 23.2 
8.1 1.2 12 

Ⅷ 43.7 
   

計 701.2 
125.4 18.1 181 

（注）「うち側柏裸根苗を植栽する面積」欄は、植栽列の割合で面積案分して計上した。 

 

表-22 潅水量の期別内訳（再掲） 

単位：m3 

日本側が植林を行う地区 
山西省林業庁が植林を行う地区＝三多地区 

施業区分 

Ⅰ期 
Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 

Ⅴ  
 163.2 152.9   47.8 63.9 57.1  

Ⅵ  
  14.3       

Ⅶ  
 11.8    11.8    

Ⅷ  
         

計  
 175.0 167.2   59.6 63.9 57.1  

 

(3)潅水の時期と期間 

 必要最小限のものとして、植栽時に１回を計画する。 

 

2-2-2-1-2 補植 

2-2-2-1-2-1 植栽 

(1)補植の必要性と補植を行う場合の基準 

 植栽した苗木が全て健全に生育することが望ましいが、当地のように降水量が少ない地

域では枯損することも多い。とりわけ、植林後、最初の乾期（４月中旬～６月）を経過す

るまでが最も枯損が生じやすい。このため、植林後最初に到達する 6～７月頃に苗木の活着

率の検査を行い、一定の基準値（中国造林技術規程の基準を準用し 85％とする）に達しな

い場合には、日本側が次に述べる補植計画本数の範囲内で補植を行う。なお、その他の時

期にあっては、必要な場合には中国側による維持管理の一環として補植を行う。 

 

活着率(%)＝生存している苗木の本数÷植栽した本数×100 

 補植する本数＝植栽した本数－生存している本数【活着率＜85％の箇所に補植を行う。

ただし、補植本数の合計は補植計画本数を上限とする。】 
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実際の補植本数は枯損した苗木の量により結果的に決まることになるが、上限となる補

植計画本数は経験値である過去 5 年の平均補植率を用いて計画する。苗木の活着は、苗木

の良否、苗木の取り扱い、春の降雨の状況などにより、場所や年ごとにバラツキがある。

しかし、4 県の平均値を中心として上下一定の幅の中に収まるので、裸根苗とポット苗別の

平均補植率を採用する。具体的には、補植を計画する面積は新植に裸根苗を使用した箇所

では新植面積の 20％、ポット苗を使用した箇所では新植面積の 5％とし、そこでの補植本

数は新植本数の 40％として補植を計画する。なお、補植に当たっては、植栽の時期が雨期

または秋になるので、針葉樹については新植当時裸根苗を用いた箇所であってもポット苗

を使用する。 

 

表-23 過去の平均補植面積率（1996～2000 年） 

単位：％ 

苗木形態 樹種 吉県 大寧県 蒲県 隰県 4 県平均 

油松 18.6  24.4  22.0  22.0  21.8  

側柏 18.4  22.6  21.4  21.0  20.9  

刺槐 18.6  23.0  21.0  19.4  20.5  

元宝楓 24.3  21.0  22.0  18.7  21.5  

 

 

裸根苗 

山桃・山杏 21.8  23.8  20.8  22.4  22.2  

油松 8.0   4.5  3.0  5.2  ポット苗 

側柏 9.5   4.8  2.5  5.6  

（注）新植面積に対する補植面積の割合である。 

 

表-24 過去の平均補植本数率（1996～2000 年） 

                            単位：％ 

樹種 吉県 大寧県 蒲県 隰県 4 県平均 

油松 35.2   48.0   42.9   41.7   42.0   

側柏 37.3   36.4   45.1   40.2   39.8   

刺槐 32.6   46.6   39.3   36.5   38.8   

元宝楓 40.1   42.4   40.9    41.1   

山桃・山杏 38.8   40.1   46.0   38.0   40.7   

（注）補植箇所における、新植本数に対する補植本数の割合である。 

 

(2)補植の時期 

 補植の時期については、針葉樹（油松、白皮松、側柏）は 7～8 月とし、広葉樹（刺槐、

元宝楓、山桃、山杏、潅木）は 10～11 月とする。 
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(3) 苗木輸送の方法 

  補植のための苗木の必要量は次のとおりである。 

 

表-25 補植計画本数（日本側が植林を行う地区） 

時期別内訳（万本） 樹種別 合計本数 
（万本） 雨期 秋 

油松（ポット苗） 4.4      4.4       

白皮松（ポット苗） 0.5      0.5       

側柏（ポット苗） 4.4      4.4       

刺槐 7.6       7.6      

元宝楓 3.4       3.4      

山桃・山杏 2.0       2.0      

潅木 9.7       9.7      

計 32.0      9.3      22.7      

 

表-26 補植計画本数（山西省林業庁が植林を行う地区） 

時期別内訳（万本） 樹種別 合計本数 
（万本） 雨期 秋 

油松（ポット苗） 1.1      1.1       

白皮松（ポット苗）    

側柏（ポット苗） 2.1      2.1       

刺槐 2.3       2.3      

元宝楓 1.0       1.0      

山桃・山杏 0.5       0.5      

潅木 2.4       2.4      

計 9.3      3.2      6.1      

 

表-27 補植計画本数の期別内訳（再掲） 

単位：万本 

日本側が植林を行う地区 山西省林業庁が植林を行う地区＝三多地区 樹種別 

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 

油松（ポット苗）   2.6  1.5  0.3  0.1 0.5  0.3  0.2  

白皮松（ポット苗）   0.2  0.2  0.1      

側柏（ポット苗）   2.0  1.9  0.5  0.5 0.7  0.7  0.3  

刺槐   3.3  2.4  1.9  0.2 0.5  1.0  0.6  
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元宝楓  
 0.7  0.9  1.8   0.0  0.6  0.4   

山桃・山杏  
 0.7  0.7  0.6    0.0  0.0  0.5  

潅木  
 4.3  3.2  2.2   0.2  0.9  0.6  0.7  

計 
  13.8  10.8  7.4   0.9  3.2  3.0  2.2  

 

苗木を苗畑から作業現場まで輸送する際の留意事項は、新植の場合と同様とする。 

 

2-2-2-1-2-2 潅水 

補植の場合は、針葉樹はポット苗を使用するので、潅水は計画しない。 

 

 

 

2-2-2-1-3 保育・保護 

2-2-2-1-3-1 保育 

(1)保育の必要性 

植栽した苗木が健全に生育できるよう、苗木の生育に適した条件・環境を整えるための

手入れを行う必要がある。 

 

(2)保育の方法、時期 

保育の方法については、①整地畦の修理、②苗木の周囲の土掻き起こし、雑草の除去、

鋤きこみ、③刺槐・山桃・山杏の芽掻き（萌芽の整理）、④刺槐・山桃・山杏の枝の剪定、

が基本である。樹種と実施の時期ごとに作業内容を示すと次のとおりである。 

 

表-28 樹種別、時期別の保育の方法 

実施時期 樹種別 回目 
5 月下旬～6 月下旬 8 月下旬～9 月下旬 11 月 

１回目 保育 A 保育 A  

２回目 保育 A 保育 A  
 

針葉樹 

３回目 保育 A 保育 A  

１回目 保育 B 保育 A  広葉樹  （ 刺

槐・山桃・山杏） ２回目 保育 A  保育 C 

１回目 保育 A 保育 A  広葉樹 （刺槐・

山桃・山杏を除く） ２回目 保育 A 保育 A  
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表-29 保育の方法 

 

(3)保育の期間 

保育の期間は、針葉樹については植栽年から（雨期植の場合は植栽の翌年から）3 年、広

葉樹については植栽年から（秋植の場合は植栽の翌年から）2 年とする。 

計画期間内に行う保育の延べ面積は次のとおりである。 

 

表-30 保育方法別の保育面積（日本側が植林を行う地区） 

施業区分別内訳（ha） 
保育 
方法 

計 

（ha） Ⅰ 
Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 

保育Ａ 
12,086.3 544.6 

4,425.4 673.0 166.2 4,510.1 1,035.0 478.4 253.6 

保育Ｂ 
1,210.5  

  84.5 1,017.2   108.8 

保育Ｃ 
896.2  

  51.9 758.9   85.4 

計 
14,193.0 544.6 

4,425.4 673.0 302.6 6,286.2 1,035.0 478.4 447.8 

 

表-31 保育方法別の保育面積（山西省林業庁が植林を行う地区＝三多地区） 
施業区分別内訳（ha） 

保育 

方法 

計 

（ha） 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 

保育Ａ 3,838.8 
510.4 1,206.4  22.5 1,951.9  89.6 58.0 

保育Ｂ 349.4 
   13.9 298.6   36.9 

保育Ｃ 227.6 
   0.6 219.5   7.5 

計 4,415.8 
510.4 1,206.4  37.0 2,470.0  89.6 102.4 

 

表-32 保育方法別保育面積の期別内訳（再掲） 

単位：ha 
日本側が植林を行う地区 山西省林業庁が植林を行う地区＝三多地区 

保育 

方法 
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 

保育Ａ 
  2,508.3 4,550.0 5,028.0  143.8 826.9 1,404.4 1,463.7 

保育Ｂ 
  504.5 391.7 314.3  21.2 75.9 130.5 121.8 

区分 作業の内容

①整地畦の修理

②苗木の周囲の土掻き起こし、雑草の除去、鍬込み

①芽掻き（萌芽の整理）

②整地畦の修理

③苗木の周囲の土掻き起こし、雑草の除去、鍬込み

保育C ①枝の剪定

保育B

保育A
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保育Ｃ 
   504.5 391.7   21.2 75.9 130.5 

計 
  3,012.8 5,446.2 5,734.0  165.0 924.0 1,610.8 1,716.0 

 

2-2-2-1-3-2 保護 

 森林は、①モグラ・野ウサギによる食害、②昆虫による油松などの食害、③家畜による

食害、④森林火災などの被害を被ることがある。 

これらは未然に防ぐことが基本であり、日頃のパトロールや発生予察が特に重要である。

林場職員や護林員は、維持管理のためのパトロールの際には、被害を未然防止する意識を

強く持ってパトロールを行う。 

 

 

 

2-2-2-2 施設整備 

 本プロジェクトにおいては、中国側の要請を踏まえ、植林地引き渡し後の維持管理、植

林地の保全、事業成果の把握、協力事業実施の記念のために必要な次の施設を整備し、中

国側に引き渡す。なお、林道については、日本側が行う植林作業、施設整備工事において

も使用される。 

 

工事の区分 施設の種類 

土木工事 ①林道、②谷止工、③気象・土砂量観測所、 

建築工事 ④監視塔、⑤護林員詰所、⑥プロジェクト紹介看板 

 

2-2-2-2-1 林道 

(1)設計の基本方針 

1)利用しやすい道路を目標とすること 

道路は、植林作業を効率的に行うため、また、植林地を維持管理するために重要な施設

である。このため、地形条件からみて技術的に開設が可能な範囲で、作業が最も効率的に

実施し得るよう、その位置と開設量を計画する。 

2)自然条件に留意した設計とすること 

 当地には黄土が厚く堆積している。黄土は粒径が均一の細粒土であり、物理的・化学的

な性質として水に対する抵抗性が小さく、侵食を受けやすい。また、黄土の侵食が進んで

急傾斜地や断崖が多く、ガリーが深く切れ込んで皺が多い複雑な地形である。このため、

できるだけ地形に沿って土工量を小さくし、維持管理が容易な道路づくりを目指す。 

3)既設道路を活用すること 

プロジェクト対象地内には、アクセス道路から続いて集落に至る土道が約 75km 存在す

る。これらは、集落が開設し管理しているが、幅員が狭い、勾配が急、路面が荒れている、
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など車両の通行が容易でないものが多い。しかし、路網形成の上で重要な位置にあるので、

管理者の了解を得て有効利用を図る。 

 

(2)位置と新設延長 

作業を効率的に実施し得る道路の密度を、「植林費＋林道開設費」が最小となる密度と考

えると、1ha 当たり 15m（潅水を行わない場合）～20m（潅水を行う場合）となる。これ

により計算上の道路目標延長は 126～168km となり、この値から既存の道路の延長を減じ

た値が理論上の目標値になる。 

これを目標として、林道の位置を地形、利用区域、開設費等を考慮して選定し、次のと

おりの新設を計画する。 

 

表-33 林道新設延長 
地区別内訳 

区分 
合計 

屯里 三多 解家河 黄土 

林道新設 （km） 
79.5  21.7  20.0  17.3  20.5  

 

表-34 林道新設延長の期別内訳（再掲） 

区分 
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 

林道新設 （km） 
6.9  52.1  20.4    
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表-35 新設林道の路線別内訳 

単位：路線ごとの延長については m 

屯里 三多 解家河 黄土 路線番

号 路線ごとの延長 新設時期 路線ごとの延長 新設時期 路線ごとの延長 新設時期 路線ごとの延

長 

新設時期 

１ 1,700 Ⅱ 1,915 Ⅰ 1,500 Ⅲ 2,100 Ⅱ 

２ 3,100 Ⅱ 5,021 Ⅰ 5,000 Ⅱ:2,500 

Ⅲ:2,500 

1,300 Ⅱ 

３ 7,500 Ⅱ 2,332 Ⅱ 1,400 Ⅱ 1,900 Ⅱ 

４ 800 Ⅱ 2,317 Ⅱ 4,300 Ⅱ 3,300 Ⅱ 

５ 1,800 Ⅲ 1,219 Ⅱ 1,000 Ⅱ 2,200 Ⅱ 

６ 500 Ⅱ 1,263 Ⅱ 1,000 Ⅱ 800 Ⅱ 

７ 900 Ⅲ 1,809 Ⅱ 1,600 Ⅱ 500 Ⅱ 

８ 1,200 Ⅱ 2,727 Ⅲ 1,500 Ⅲ 1,500 Ⅱ 

９ 800 Ⅱ 1,408 Ⅲ   1,900 Ⅲ 

10 600 Ⅲ     1,700 Ⅲ 

11 1,000 Ⅲ     1,300 Ⅲ 

12 800 Ⅲ     800 Ⅲ 

13 1,000 Ⅱ     700 Ⅱ 

14       500 Ⅱ 

小計 21,700  20,011  17,300  20,500  

合計 79,511 

 

(3)規格 

林道については、中国国家標準、林道技術基準、林道技術基準解説に基づき設計するこ

ととし、車両の交通利用量が一般車道に比べ低いので、中国の公道として最も交通量が少

ない場合に適用される「公路等級・便道」を準用し、幅員は 4.0ｍ（車道幅員 3.0ｍ）とす

る。縦断勾配については、維持管理の便を考慮して 14％以下を基本とするが、急傾斜地が

多い現地の事情を考慮して、部分的には 20％まで許容することとする。急傾斜の箇所には、

砂利の敷設を計画する。その他の細則については、日本の林道規程の 3 級を準用する。 

(a)車線は 1 車線、車道幅員は 3.0m、路肩幅員は 0.5m とする。 

(b)設計速度は 20km／hr とする。 

(c)縦断勾配は 14％以下（部分的には「延長 100ｍ以内に限り 20％以下」も許容）、曲線半

径は 6m 以上とする。 

(d)側溝は三角側溝とする。 

(e)切取法勾配は 1：0 、盛土法勾配は 1：1.2（盛土高 10m 以内）とする。 
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(f)500m 間隔で待避所を設け、必要な箇所には資材置場を設置する。 

 

 

 

 

 現地の地盤は車両走行に耐える地耐力を保有していると判断されるので、路盤材料は不

用とする。しかし、急勾配となる箇所については、砂利を敷設する。 

 盛土法面において、法高が 10m 以上になる箇所や鞍部でその幅が狭く両側が急傾斜にな

っている箇所にあっては、法面の安定を図るため、土留工として土のう積を計画する。 

コンクリート構造物はできるだけ設置しないことを前提に路線の位置を選定するが、沢

を横切る箇所については、路体の洗掘を避けるためにコンクリートによる洗越を計画する。

この場合、流水が常時ある箇所では水抜きを設けるが、それ以外の箇所ではコンクリート

打設のみとする。 

 

表-36 洗越の設置数 

地区別内訳（箇所） 区分 合計 

（箇所） 屯里 三多 解家河 黄土 

洗越の設置数 18  4  3  7  4  

 

 

 

 

図-5 林道横断図の一例 
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(4)留意事項 

 本プロジェクト対象地の中には天然木、農地、墓地などが存在する箇所がある。林道予

定路線の選定に当たって、極力これらを避ける努力をしたが、地形上やむを得ない場合は、

部分的に天然木や農地を犠牲にせざるを得ない。このような場合には、中国側において所

要の手続きを適切に行う必要がある（天然木を伐採する場合は省政府の許可を得る、農地

に林道を新設する場合は耕作者と調整を図ったうえで県土地管理局から土地使用権を得る

など）。 

 

 

 

2-2-2-2-2 谷止工 

(1)設計の考え方 

 黄土は、粒径が均一の細粒土であり、物理的・化学的な性質として水に対する抵抗性が

小さく、侵食を受けやすい。また、有史以来の森林破壊と耕作地拡大などの人的要因も加

わって、侵食が進行している。この侵食を抑制する対策としては、斜面に再び森林を回復

させること、溝谷における縦方向及び横方向への重力侵食に対しては構造物によって抑制

する方法が採られる。これらの対策を実施するに当たっては、流域を単位に総合的に実施

することが効果的であるといわれている。 

 本プロジェクトにおいては、土砂流出量の減少に寄与するよう、流域を単位として設け

たプロジェクト対象地において、耕作放棄地などの荒地に植林を行うとともに溝谷で侵食

の著しい箇所に谷止を設け、この谷止を含む森林全体をモデル林と位置づける考えである。

ただし、植林無償の事業にあっては、植林が事業内容の中心であるので、谷止工は植林地

の保全上必要な最小限で、かつ、簡易なものとする。 

この観点から、溝谷を現地調査し、30m 以上にわたって土砂が堆積している「渓流荒廃

地」を対象として谷止工を計画した。 

図-6 洗越の一例 
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(2)位置と設置箇所 

 現地調査の結果、これらの工事が必要な箇所は次のとおりである。 

 

表-37 谷止工の設置箇所数 

地区別内訳 区分 計 
屯里 三多 解家河 黄土 

設置箇所数 
21 3 8 4 6 

 

表-38 谷止工設置箇所数の期別内訳（再掲） 

区分 
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 

設置箇所数 
2 14 5   

 

表-39 谷止工の箇所別計画 

                 数量欄  上段：フトン籠（ｍ）下段：コア石材（m3） 

谷止工の 
地区 

名称 
延長 

（ｍ） 

高さ 
（ｍ） 

数量 施工時期 

馮家峪 第 1 支渓 
 第 1 号 21.0 3.0 162.0 

9.1 
Ⅲ 

趙尖北  
第 1 号 15.0 3.0 126.0 

6.8 
Ⅱ 屯里 

趙尖北  
第 2 号 15.0 3.0 120.0 

6.8 
Ⅱ 

川庄  
第 1 号 23.0 4.0 250.0 

41.7 
Ⅲ 

川庄  
第 2 号 25.0 4.0 242.0 

24.5 
Ⅲ 

川庄  
第 3 号 13.0 4.0 134.0 

12.7 
Ⅱ 

東堡  
第 1 号 15.0 4.0 166.0 

15.2 
Ⅰ 

小 塔  
第 1 号 8.5 3.0 72.0 

2.1 
Ⅱ 

小 塔  
第 2 号 12.5 4.0 122.0 

7.4 
Ⅱ 

馮家峪 第 3 支渓 
第 1 号 16.5 4.0 158.0 

11.8 
Ⅰ 

三多 

馮家峪 第 4 支渓 
第 1 号 16.0 4.0 132.0 

11.1 
Ⅱ 

温店  
第 1 号 29.5 4.0 280.0 

27.6 
Ⅱ 

羊長  
第 1 号 19.0 3.0 170.0 

8.8 
Ⅱ 

羊長  
第 2 号 19.0 3.0 170.0 

8.8 
Ⅱ 

解家河 
 

韓店  
第 1 号 12.0 3.0 98.0 

5.5 
Ⅲ 
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去延  

第 1 号 
17.5 1.5 90.0 

1.0 
Ⅱ 

去延  

第 2 号 
26.5 3.0 166.0 

7.9 
Ⅱ 

去延  

第 3 号 
24.5 4.0 260.0 

28.7 
Ⅱ 

去延  

第 4 号 
26.5 4.0 258.0 

25.4 
Ⅱ 

去延  

第 5 号 
15.0 3.0 126.0 

       6.8 
Ⅲ 

黄土 

南峪  

第 1 号 
15.0 3.0 126.0 

       6.8 
Ⅱ 

 
 

(3)規格 

設計に当たっては、設置個所の荒廃状況、地形、地質等を踏まえて、現地に最も適した

ものとすることとし、①中国国家標準・水土保持総合治理・技術規範、②「治山技術基準 

山地治山編」、③「治山技術基準解説 総則・山地治山編（林野庁監修）」に基づいて行う。 

工種としては、フトン籠工は透水性があってかつ土砂を堆積させることができること、

現地資材を利用することが可能であること、施工が容易であることなどの点で優れている

ので、これを採用する。なお、プロジェクト方式技術協力「黄土高原治山技術訓練計画」

においても各種工法を施工した経験から、フトン籠工を推奨している。 

 

なお、フトン籠谷止工を築設するにあたって、使用する材料と作成手順は次のとおりで

ある。 

(a)針金（フトン籠の材料） 

フトン籠は、現地で針金（亜鉛メッキ鉄線）を編んで作成する。作成手順は、先ず各面

を別々に作製して、次いでそれらをフトン籠に組み合わせる。各フトン籠は針金によって

結束し、連結させる。各面は枠に針金φ5mm、網にφ3.2mm を使用し、網目は 13cm とす

る。結束にはφ5mm の針金を使用する。針金は購入する。 

(b)石材（フトン籠の中詰石及び堤体のコア石材） 

フトン籠には中詰石を、フトン籠に囲まれた堤体内部にはコア石材を詰める。これらの

石材は、フトン籠の網目が 13cmであることから、抜け落ちない大きさ＝15cm内外とする。 

これらの調達方法は、解家河地区、黄土地区では現場近くで採取し、屯里地区、三多地

区では現場採取が見込めないので購入とする。 

(c)藁（吸出防止材） 

このフトン籠によって土砂を堆積させ、またその土砂が流水や雨水によって堤体から流出

することを防止するため、上流部のフトン籠と中詰石の間に藁を敷く。藁は購入する。 
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(d)土のう 

 フトン籠と地山の間の床掘・切崩しによる隙間については、床掘土砂によって埋め戻す。

しかし、その盛土の勾配が急で、土砂だけで維持できない場合には、土のうを積む。 

 

 

 

 

2-2-2-2-3 気象・土砂量観測所 

(1)設計の考え方 

 植林地を森林火災、森林病虫害などから保護し、適切に維持管理するため、気象観測に

より予防措置が講じられるよう、プロジェクト対象地の中に気象観測所を設ける。 

 また、本プロジェクトの事業成果を具体的に把握するため、森林の成長に対応する流出

土砂量の変化などを観測する土砂量観測所を設ける。土砂観測のためのプロット数につい

ては、この地域において属地的に土砂流出量に影響を及ぼす因子として傾斜と地被の状態

に着目し、前者については急傾斜と緩傾斜、後者については植林地と裸地それぞれについ

て観測するよう計画する。 

 

(2)位置と設置数 

 気象条件と土砂流出量は相関連するデータであるので両者兼ね備えた観測所とし、普及

図-7 谷止工の一例 
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活動をモデル的に実施する地区とされた三多地区（大寧県）の中に置く。具体的には、観

測の便を考慮し、護林員詰所に隣接した箇所に設ける。 

 

表-40 設置箇所数の期別内訳（気象・土砂量観測所） 

区分 
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 

設置箇所数 
1     

 

(3)構造 

 三多地区の護林員詰所の敷地は広いので、この敷地内で、人為の影響のない箇所に百葉

箱を置き、気象観測機器を設置する。この気象観測機器は、維持管理用の機材として調達

される。 

これに隣接する斜面において、傾斜の異なる２箇所（傾斜 30 度と 15 度の２箇所）に流

出土砂量を観測するプロットを２区画設ける。 

それぞれのプロットは、幅 18m、長さ 30m とし、プロットの攪乱を防止するため柵を設

ける。柵は、コンクリート杭で支柱を設け、鉄線で結線する。このプロットの中に、幅５m、

長さ 22m の区画を２区画隣接して設ける。それぞれの区画は、その周囲に丸太杭と鉄板で

囲いを施し、外からの地表流の流入を防ぐ。それぞれの区画の斜面下部には U 字溝でトレ

ンチを設け、区画内から流出する土砂がトレンチ内に溜まる構造とする。２区画のうち、

１区画については植林を行い、もう１区画については植栽を行わないで対象区とする。 

 

(4)観測の方法 

1)観測するデータ 

 気象データについては、①気温、②湿度、③降水量、④土壌水分、⑤土壌温度を観測す

る。 

 流出土砂量データについては、トレンチ内に溜まった土砂量を観測する。 

2)観測方法 

 気象データについては、自記式の機器に記録されたデータを定期的に回収し、整理する。 

 流出土砂量については、定期的に、トレンチ内に溜まった土砂を回収し、重量を測定す

る。 
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2-2-2-2-4 監視塔 

(1)設計の考え方 

監視塔は、対象地に第三者または家畜が侵入して被害を与えることを防止するため、

対象地を遠望することができるような人工的高台である。 

護林員が、パトロール途上に随時この監視塔に登って周辺を監視するほか、監視塔

が周囲から見えることによる抑止効果を発揮させることを目的として設ける。 

 

(2)位置と設置数 

 本プロジェクトにおける植林地の維持管理については、車両を配置して、機動力を有す

る護林員や林場職員のパトロールを主体とするので、監視塔はその活動を補完する施設と

位置づけ、必要最小限とする。このような観点に立って、監視塔は１地区 2 箇所とし、最

も遠望の効く箇所に設ける。 

 

図-8 土砂量観測プロット 
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表-41 設置箇所数の期別内訳（監視塔） 

区分 
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 

設置箇所数 
 8    

 

 

(3)規格 

監視塔は、中国で一般的に使用されている例に準じ、設計する。 

その目的を達成するためには一定の高さが必要であるので、3 階建て相当の高さのものと

し、レンガ作りの構造で計画する。 

 

 

 

2-2-2-2-5 護林員詰所 

(1)設計の考え方 

中国側は、引き渡し後の森林を将来にわたって維持管理していくため、各県林業局に属

する林場がそれを担うこととし、森林を各種の被害から保護するために監視を行う護林員

を現地に常駐させてパトロールさせることとしている。 

このため、プロジェクト対象地内の適当な箇所に、護林員を常駐させるための詰所を設

ける。 

 

(2)位置と設置数 

図-9 監視塔 
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 護林員が監視を担当する面積は、中国では徒歩での見回りを前提として 1 人当たり約

200haが標準的とされている。しかしながら、本プロジェクトでの植林地は、①4 地区それ

ぞれが一団地を形成していて管理がしやすいこと、②林道が整備されること、③護林員に

はバイク、双眼鏡、携帯無線機という近代的な装備が配備されること、④無線機によって

林場本部と連絡がとり得ること、⑤林場にパトロール用 4WD 車が配備されること、などか

ら、詰所は１地区１箇所とする。 

その位置は、道路沿いで、かつ、電力及び水が入手し得る箇所を選定する。 

 

表-42 設置箇所数の期別内訳（護林員詰所） 

区分 
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 

設置箇所数 
 4    

 

(3)規格 

護林員詰所は、中国で一般的に使用されている例に準じ、事務室、寝室、居間兼食堂、

台所のほか、車庫や倉庫を備えた 115m2 とする。現地で普遍的な建築材料であるレンガで

建設する。 

 なお、護林員詰所への電力、水道引き込み工事、備品の整備については中国側が実施す

る。 

 

 

 

 

図-10 護林員詰所 
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2-2-2-2-6 プロジェクト紹介看板 

(1)設計の考え方 

 本プロジェクトは、昕水河流域において森林被覆率の向上を図るため、啓発や植林技術

の普及を図ることを目標とする。よって、農民を含む地域住民、他地域からの来訪者など

に対し、モデル林の位置を明らかにしてプロジェクトの概要を紹介するとともに、両国の

協力による事業を将来にわたって記録に残すため、看板を設ける。 

 

(2)位置と設置数 

 プロジェクト対象地 4 地区それぞれにおいて、国道から対象地に入る道路の分岐点１箇

所、及び見本林の位置に置く。 

 

表-43 設置箇所数の期別内訳（プロジェクト紹介看板） 

区分 
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 

設置箇所数 
  8   

 

(3)規格 

高さ約 2.1m、幅約 1.7m の大きさで、図のようなレンガ積みの構造とする。 

 

 

 

 

図-11 プロジェクト紹介看板 
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2-2-2-3 仮設工事 

 本プロジェクトにおいては、前述の施設のほか、植林の実施にあわせて植林作業に必要

な次の仮設工事を行う。ただし、三多地区においては山西省林業庁が作業実習のための植

林を行うが、仮設工事については本邦施工会社が施設を整備する機会に一体的に実施し、

山西省林業庁の利用に供する。これら仮設物は、植林が終了すれば必要なくなるが、中国

側の要請を踏まえて取り壊ししないで存置させる。 

 

 

2-2-2-3-1 既設道路の改良、路面整正 

(1)必要性 

プロジェクト対象地内には、アクセス道路から続いて集落に至る土道が約 75km 存在す

る。これらは、プロジェクト対象地内の路網形成の上で重要な位置にあるので、道路管理

者の了解を得て有効利用を図る。その際、幅員が狭い、勾配が急、路面が荒れている、な

ど車両の通行が容易でないものが多いので、必要な箇所では一部付け替え、拡幅などの改

良を行う。 

また、既設道路や本プロジェクトが新たに設ける林道については、車両の円滑な通行が

確保されるよう、維持修繕として路面凹凸の整正、崩落法面の整正・補修、路面に堆積し

た土の除去などを行う。大規模な補修は機械で行い、小規模な路面の補修や切盛法面の整

正については人力で行う。補修材料の砂利等は、待避所等の余裕地に堆積して確保してお

く。 

なお、アクセス道路の維持修繕については中国側が実施する。 

 

(2)改良、路面整正の延長 

表-44 改良、路面整正延長 
地区別内訳 

区分 
合計 

屯里 三多 解家河 黄土 

既設道路の改良(km) 
30.0  6.2  5.2  11.0  7.6  

路面整正延長（km） 
539.8  150.0  122.8  135.3  131.7  

（注）「路面整正延長」については、計画期間中における総延長であり、新設林道の維持修繕を含む。 

 

表-45 改良、路面整正延長の期別内訳（再掲） 

区分 
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 

既設道路の改良(km) 
2.1  27.9     

路面整正延長（km） 
4.0  91.6  136.2  154.0  154.0  
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2-2-2-3-2 潅水施設 

(1)必要性 

本プロジェクトでの植林については、乾燥の激しい春に、土壌水分が特に減少する南斜

面で水分要求の比較的大きい針葉樹を植栽する場合に限って、潅水を行うこととしている。 

 この場合、現地で一般的に使用されている方式を踏襲し、前年の雨期に降った雨水を貯

留して利用することとする。 

 

(2)位置と設置数 

潅水が必要な箇所は、施業区分Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷを適用する林地及び見本林である。よっ

て、その近傍の林道の沿線に必要数を置く。 

 

表-46 潅水施設設置数 

地区別内訳 区分 計 
屯里 三多 解家河 黄土 

潅水施設設置数（基） 19  3  6  4  6  

  （注）1 有効貯水量 40m3／基として計画した。 

      2 見本林用の潅水施設として各地区に１基を計画した。 

 

表-47 潅水施設設置数の期別内訳（再掲） 

区分 
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 

設置箇所数 
4 15    

 

(3)規格 

現地で一般的に使われている構造のものとし、道路を流下する雨水を貯留するための簡

易な地下貯水槽とする。具体的には、１基 50m3の大きさで、黄土を掘って貯水槽の口（頭

部）に蓋を置き、内部はレンガ積みで水漏れを防止する構造とする。 

 

(4)その他 

 これら貯水槽のほか、植林作業の際に水が利用しやすいように、貯水池を各地区に３基

設ける。ブルドーザで窪地を設け、遮水シ－トを敷いた簡易な構造とする。 
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図-12 貯水槽 

 

 

 

 

2-2-2-3-3 防護柵 

(1)必要性 

 当地ではヤギなどの放牧が行われており、これが植生に対する負荷となっている。仮に

植林木がこれらの食害をうけると、枯死あるいは成長の停滞が生じることになる。このた

め、家畜の進入を防ぐ防護柵を設ける。 

 ただし、本プロジェクト対象地においては、①各県が放牧禁止措置を講ずること、②機

動力を有する護林員や林場職員によるパトロールを実施することから、防護柵は必要最小

限のものとする。  

 

(2)位置と設置数 

 本プロジェクト対象地の内外の集落であって、放牧を行っている集落を対象とし、そこ

から家畜が侵入するおそれのある植林地の外縁部に設ける。その場合、地形地物を利用し、

必要最小限の範囲とする。 
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表-48 防護柵設置数 

地区別内訳 区分 計 
屯里 三多 解家河 黄土 

防護柵設置数（km） 12.0  3.0  3.0  3.0  3.0  

 

表-49 防護柵設置数の期別内訳（再掲） 

区分 
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 

防護柵設置数（km） 
 6.0 6.0   

 

 

(3)規格 

 防護柵は、中国で一般的に使用されている例に準じ、次の規格とする。 

(a)支柱はコンクリート杭（12cm×12cm×2m）を 6m 毎に配置する。コンクリート杭は、

鉄線を結びつけるための結束用針金の用意されたものとする。 

(b)支柱は地面下 50cm の深さで埋設する。 

(c)支柱間を 7 本の条線で緊張する。 

(d)地面から 20cm の高さに最下段の鉄線を張り、その上部に 20cm 間隔で鉄線を張り巡ら

す。 

(e)柵の屈曲部は緊張力で倒れないように狭角部の反対側に控えをとって倒伏を防ぐ。 

 

 

 

 

2-2-2-3-4 歩道 

(1)必要性 

図-13 防護柵 
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本プロジェクトの対象地は地形が険しくかつ複雑であるので、車両通行可能な道路の開

設が技術的に難しい箇所では、歩道を設けて植林作業を行う。 

 

(2)位置と新設延長 

 歩道を設ける位置は、車両通行可能な道路の開設が技術的に難しい箇所であって、植林

対象地のまとまりが数十 ha 程度ある箇所とする。 

 具体的には、次の新設延長を計画する。 

 

表-50 歩道新設延長 

地区別内訳 区分 計 
屯里 三多 解家河 黄土 

歩道新設延長（km） 51.1 14.6 11.5 11.8 13.2 

 

表-51 歩道新設延長の期別内訳（再掲） 

区分 
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 

歩道新設延長（km） 
 3.3 35.6 12.2   

 

(3)規格 

 歩道については、作業員が苗木、道具、潅水用の水、谷止め工の資材などを肩や背に背

負って通行するので、通行の安全などを考慮し、幅員は 1.25m とする。 

 

 

 

 

2-2-2-4 機材調達 

2-2-2-4-1 機材の保有状況 

 

 本プロジェクトの実施機関である山西省林業庁及びプロジェクト対象地が所在する４県

の林業局は、現在、四輪駆動車 11 台、パソコン 15 台などを保有し、それぞれ固有の業務

に使用している。 

 

 

2-2-2-4-2 機材の種類と数量 

 本プロジェクトにおいて、実施機関である山西省林業庁が植林地の維持管理及び植林技

術の普及を行うために必要な次の機材を調達する。 
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表-52 機材の種類と数量 

 

 

2-2-2-4-3 機材の使用目的と利用計画 

 機材の使用目的は次のとおりである。 

 

林業庁弁公室大寧弁公処 屯里林場 三多林場 解家河林場 黄土林場

四輪駆動車 ５台 １台 １台 １台 １台 １台

ファクシミリ ２台 １台 １台

モーター・バイク ８台 ２台 ２台 ２台 ２台

双眼鏡 ８台 ２台 ２台 ２台 ２台

無線機セット ４セット １セット １セット １セット １セット １セット：固定無線機２台、車載
無線機１台、携帯無線機２台

消火器セット ４セット １セット １セット １セット １セット
１セット：背負式消火器（散水
型）12台、揚水ポンプ（可搬式）
１台

背負式噴霧器 ８台 ２台 ２台 ２台 ２台

気象観測機器一式 １セット １セット 観測箇所は三多地区

四輪駆動車 ２台 ２台

ミニバス ４台 ４台

デジタルビデオカメラ ２台 ２台

モニター＆ビデオデッキ・セット ２セット ２セット

ビデオ編集機セット １セット １セット

デジタルカメラ ２台 ２台

液晶プロジェクター １台 １台

OHP １台 １台

研修用マイクシステム ２セット ２セット

ホワイトボード １台 １台

デスクトップパソコン ４台 ２台 ２台

ノートパソコン ２台 ２台

スキャナー ２台 １台 １台

レーザープリンター ２台 １台 １台

コピー機 ２セット １セット １セット １セット：コピー機と簡易印刷機
の組み合わせ

実地訓練工具一式 １セット １セット

生育状況調査機器一式 １セット １セット

備考

維持
管理
用

普及
用

種類 合計台数
配置場所
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表-53 使用目的表 

種類 数量 仕様 
主な使用目的 

四輪駆動

車 

５台 ４ドア  ７人乗り  3,500cc 以上 

冷暖房機能 スノータイヤ 

１林業庁弁公室に置く四輪駆動車（１台） 
 ①関係機関との連絡調整、許認可等の手続き 
 ②現場の進行管理、指導、検査 
 ③大寧弁公処への資材の補給 
 ④見学者等の案内 
２林場に置く四輪駆動車（４台） 
 ①植林地のパトロール 
 ②護林員詰所への資材の補給 
 ③関係機関との連絡調整 

ファクシ

ミリ 

２台 メモリー機能付き 
①プロジェクト実施のために必要な林業庁弁公室と大寧

弁公処間の連絡 

モ ー タ

ー・バイ

ク 

８台 オフロード型 200cc 以上 ヘッド

ライト シート後部にキャリア付き 

①植林地のパトロール 
②林場との連絡事務 

双眼鏡 ８台 20 倍以上 
 ①植林地のパトロール 

無線機セ

ット 

４セッ

ト 

基地無線機 2 台、車載無線機 1 台、

携帯無線機 2 台のセット 

 ①林場、護林員詰所、パトロール用四輪駆動車、護林員

の間の連絡 

消火器セ

ット 

４セッ

ト 

背負式消火器（散水型）12 台、揚水

ポンプ 1 台、ホースのセット 

 ①植林地内またはその周辺における森林火災の消火 

背負式噴

霧器 

８台 タンク容量 28 ㍑ 動力式 
 ①植林地における病虫害の防除 

 

維

持

管

理

用

気象観測

機器一式 

１セッ

ト 

温度計 湿度計 雨量計 土壌水分

計 土壌温度計 

 ①植林地を病虫害などから保全するための基礎資料の把

握 
 ②森林の造成・生育と土砂流出量との関係を明らかにす

るために基礎資料として必要な気象条件の把握 

四輪駆動

車 

２台 ４ドア  ７人乗り  3,500cc 以上 

冷暖房機能 スノータイヤ 

 ①普及活動（普及担当者・農民に対する訓練、見本林の

造成・生育状況調査など）の実施 

ミニバス ４台 12 人乗り以上 2,500cc 以上 冷暖

房機能 スノータイヤ 

 ①普及活動の一環として行う現地見学（受講生の輸送） 
 ②講師、普及活動補助者、普及機材などの輸送 

デジタルビ

デオカメラ 

２台 SD Format 1/3“CCDｓ 
 ①普及活動のための教材の作成 
 ②見本林の生育状況の記録 

 

 

 

 

 

 

 

普

及

モニター＆

ビデオデッ

キ・セット 

２セッ

ト 

24 インチ カラー マルチ対応 
 ①普及活動（普及担当者・農民に対する訓練など）の実

施 
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ビデオ編

集機セッ

ト 

１セッ

ト 

 

コントローラー、デジタルビデオデ

ッキ、14 インチモニター 

①普及活動のための教材の作成 
 ②見本林の生育状況の記録 

デジタル

カメラ 

２台 500 万画素以上 2/3“CCD  ３倍ズ

ーム以上 ストロボ付き パソコン

接続 

 ①普及活動のための教材の作成 
 ②見本林の生育状況の記録 

液晶プロ

ジェクタ

ー 

１台 リアル XGA 1,500ANSI ルーメン

以上  80 型携帯スクリーン付き 

スペアランプ 

①普及活動（普及担当者・農民に対する訓練など）の実

施 

OHP １台 A4 対応 三脚スクリーン付き ス

ペアランプ 消耗品 

 ①普及活動（普及担当者・農民に対する訓練など）の実

施 

研修用マイ

クシステム 

２セッ

ト 

携帯可能型 ワイヤレスマイク 2 本

付き 

 ①普及活動（普及担当者・農民に対する訓練など）の実

施 

ホワイト

ボード 

１台 脚付き回転式 両面 W1200  消耗

品 

 ①普及活動（普及担当者・農民に対する訓練など）の実

施 

デスクトッ

プパソコン 

４台 C P U： PentiumⅣ  1 .6GHｚ以上 

RAM：256MB 以上 HD：60GB 以

上 17“ディスプレ WindowsXP 

 ①普及活動に必要な各種文書の作成（メール利用を含む） 
 ②教材の作成（メール利用を含む） 
 ③見本林の生育データの処理と記録 

ノートパ

ソコン 

２台 C P U ： Pentium Ⅲ  1 G H ｚ 以 上 

RAM：256MB 以上 HD：40GB 以

上 A4  WindowsXP 

 ①普及活動（普及担当者・農民に対する訓練など）の実

施 

スキャナ

ー 

２台 A4 カラー 1600X3200dpi 
 ①教材の作成 

レーザー

プリンタ

ー 

２台 A4  カラー 24ppm カラー6ppm

以上 オートフィーダー 

 ①普及活動に必要な各種文書の作成 
 ②教材の作成 

コピー機 ２セッ

ト 

コピー機１台、簡易印刷機１台のセ

ット 消耗品 A4 紙 5 万枚 

 ①普及活動に必要な各種文書の作成 
 ②教材の作成 

実地訓練

工具一式 

１セッ

ト 

G P S 電子式プラニメーター オー

トレベル エスロンテープ等 

①普及活動の一環として行う実地訓練 

用

生育状況調

査機器一式 

１セッ

ト 

輪尺 樹高測定器 成長錐 ノギス 
 ①モデル林、見本林の生育状況の調査 
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 機材の利用者、利用回数、稼働率などは、次の利用計画表のとおりである。 

 なお、年間稼働率については、中国での法定祝日、休日 114 日を除く稼働可能日数 251

日で算出した。 

表-54 利用計画表 
運行管理者

（配置数）
林業庁 ①連絡調整 ①市内２回×50週 100 稼働率＝87%

（１台） ②進行管理 ②年３回×30日 90 218／251

③見学者案内 ③年７回×４日 28

計218

林場 ①パトロール・資材補給 ①週４回×50週 200 稼働率＝100%

（４台） ②連絡調整 ②週１回×50週 50 250／251

計250

林業庁 稼働率＝100%

（１台） 251／251

林業庁 弁公処員 稼働率＝100%

（１台） （大寧弁公処） 251／251

林場 稼働率＝100%

（８台） 365／365

林場 稼働率＝100%

（８台） 365／365

林場 稼働率＝100%

（４セット） 365／365

林場 常時管理 稼働率＝100%

（４セット） 365 365／365

林場 稼働率=40%

（８台） 100／251

林業庁 弁公処員 稼働率＝100%

（１セット） （大寧弁公処） 365／365

林業庁 弁公処員 ①普及担当者訓練 ①年30回×５日 150 稼働率=88%

（２台） （大寧弁公処） ②農民訓練（講義） ②年38回×３日 114 440÷2／251

③訓練準備 ③年68回×２日 136

④見本林造成 ④週１日×40週 40

計440

林業庁 弁公処員 ①普及担当者訓練 ①年30回×３日 90 稼働率=80%

（４台） （大寧弁公処） ②農民訓練（講義） ②年２回×１日 2 202／251

③農民訓練（作業実習） ③年20回×５日 100

④見学者案内 ④年10回×１日 10

計202

林業庁 弁公処員 ①教材作成 ①訓練時に普及担当者携行 364 稼働率=75%

（２台） （大寧弁公処） ②生育状況記録 ②月１回×10月 10

計374

林業庁 弁公処員 ①普及担当者訓練 ①年30回×２日 60 稼働率=37%

（２セット） （大寧弁公処） ②農民訓練（講義） ②年38回×３日 114 184÷2／251

③見学者への説明 ③年10回×１日 10

計184

林業庁 弁公処員 稼働率＝25%

（１セット） （大寧弁公処） 62／251

林業庁 弁公処員 ①教材作成 ①訓練時に普及担当者携行 364 稼働率=78%

（２台） （大寧弁公処） ②生育状況記録 ②月２回×10月 20 394÷2／251

③見学状況記録 ③年10回×１日 10

計394

林業庁 弁公処員 ①普及担当者訓練 ①年30回×1日 30 稼働率＝61%

（１台） （大寧弁公処） ②農民訓練（講義） ②年38回×３日 114 154／251

②見学者への説明 ③年10回×１日 10

計154

林業庁 弁公処員 ①普及担当者訓練 ①年30回×２日 60 稼働率＝43%

（１台） （大寧弁公処） ②農民訓練（講義） ②年38回×１日 38 108／251

③見学者への説明 ③年10回×１日 10

計108

林業庁 弁公処員 ①普及担当者訓練 ①年30回×２日 60 稼働率＝57%

（２セット） （大寧弁公処） ②農民訓練（講義） ②年38回×３日 114 284÷2／251

③農民訓練（作業実習） ③年20回×５日 100

④見学者への説明 ④年10回×１日 10

計284

林業庁 弁公処員 ①普及担当者訓練 ①年30回×２日 60 稼働率＝56%

（１台） （大寧弁公処） ②普及担当者会議 ②週２回×40週 80 140／251

計140

デジタルカメラ

教材作成、生育状況記録 62

ホワイトボード

四輪駆動車

ミニバス

デジタルビデオカ
メラ

モニター＆ビデオ
デッキ・セット

液晶プロジェク
ター

OHP

油松林2,000ha×20%÷0.5ha
／台・日÷８台

100

気象観測機器一式
気象データ観測 通年（自記式） 365

モーター・バイク

背負式噴霧器
林場職員・護林
員

病害虫防除

林場護林員 パトロール

パトロール
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種類 主な利用者 主な利用目的 利用回数 日数 年間稼働率

維
持
管
理
用

四輪駆動車

弁公室員

林場職員

ファクシミリ

弁公室員 現地事務所との連絡 251日

通年（交代制） 365

365

無線機セット
林場職員・護林
員

連絡 通年（交代制） 365

双眼鏡
林場護林員 通年（交代制）

消火器セット
林場職員・護林
員

森林火災の消火 森林火災の発生時に使用
（常時使用可能状態で管
理）

研修用マイクシス
テム

ビデオ編集機セッ
ト

テープ100本×５時間

普
及
用



 
 
 

 51

 

 

 

林業庁 ①連絡調整用文書 ①週５回×50週 250 稼働率＝90%

（２台） ②進行管理用文書 ②月３日×12月 36 452÷2／251

③見学者用文書 ③年７回×2日 14

④教材作成 ④月5日×12月 60

⑤普及マニュアル作成 ⑤年１回×20日 20

⑥外部広報資料 ⑥月２回×３日×12月 72

計452

林業庁 弁公処員 ①連絡調整用文書 ①週2回×40週 80 稼働率=83%

（２台） （大寧弁公処） ②進行管理用文書 ②月3日×10月 30 416÷2／251

③見学者用文書 ③年20回×1日 20

④教材作成 ④月20日×10月 200

⑤外部広報資料 ⑤月2日×10月 20

⑥気象等データ処理 ⑥週１回×52週 52

⑦生育状況データ処理 ⑦年2回×２日 4

⑧デジカメ画像整理 ⑧月１回×10月 10

計416

林業庁 弁公処員 ①普及担当者訓練 ①年30回×1日 30 稼働率＝35%

（２台） （大寧弁公処） ②農民訓練（講義） ②年38回×３日 114 174÷2／251

③見学者への説明 ③年10回×１日 10

④太原出張時に携行 ④月２回×10月 20

計174

林業庁 ①見学者用文書 ①年７回×1日 7 稼働率＝24%

（１台） ②教材作成 ④月2日×12月 24 60／251

③普及マニュアル作成 ⑤年１回×5日 5

④外部広報資料 ⑥月２回×1日×12月 24

計60

林業庁 弁公処員 ①見学者用文書 ①年20回×1日 20 稼働率=32%

（１台） （大寧弁公処） ②教材作成 ②月5日×10月 50 80／251

③外部広報資料 ③月1日×10月 10

計80

林業庁 ①連絡調整用文書 ①週3回×50週 150 稼働率＝93%

（１台） ②進行管理用文書 ②月2日×12月 24 234／251

③見学者用文書 ③年７回×1日 7

④教材作成 ④月２日×12月 24

⑤普及マニュアル作成 ⑤年１回×5日 5

⑥外部広報資料 ⑥月２回×1日×12月 24

計234

林業庁 弁公処員 ①連絡調整用文書 ①週0.5回×40週 20 稼働率=93%

（１台） （大寧弁公処） ②進行管理用文書 ②月2日×10月 20 234／251

③見学者用文書 ③年20回×1日 20

④教材作成 ④月10日×10月 100

⑤外部広報資料 ⑤月1日×10月 10

⑥気象等データ処理 ⑥週１回×52週 52

⑦生育状況データ処理 ⑦年2回×1日 2

⑧デジカメ画像整理 ⑧月１回×10月 10

計234

林業庁 ①連絡調整用文書 ①週3回×50週 150 稼働率＝93%

（１台） ②進行管理用文書 ②月2日×12月 24 234／251

③見学者用文書 ③年７回×1日 7

④教材作成 ④月２日×12月 24

⑤普及マニュアル作成 ⑤年１回×5日 5

⑥外部広報資料 ⑥月２回×1日×12月 24

計234

林業庁 弁公処員 ①連絡調整用文書 ①週1回×40週 40 稼働率=94%

（１台） （大寧弁公処） ②進行管理用文書 ②月2日×10月 20 235／251

③見学者用文書 ③年20回×1日 20

④教材作成 ④月15日×10月 150

⑤外部広報資料 ⑤月0.5日×10月 5

計235

林業庁 弁公処員 ①普及担当者訓練 ①年30回×1日 30 稼働率=67%

（１セット） （大寧弁公処） ②農民訓練（講義） ②年38回×１日 38 168／251

③農民訓練（作業実習） ③年20回×５日 100

計168

林業庁 弁公処員 稼働率＝12%

（１セット） （大寧弁公処） 30／251

30

普
及
用

コピー機

弁公室員

実地訓練工具一式

生育状況調査機器
一式

ノートパソコン

レーザープリン
ター

弁公室員

生育状況調査 年10回×３日

スキャナー

弁公室員

デスクトップパソ
コン

弁公室員
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